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計画の見直しにあたって 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第１章 計画の見直しにあたって 

１ 計画の見直しの背景と目的 

少子高齢化や核家族化の進行、女性の社会進出、雇用環境の変化、地域のつながりの希薄

化、保育所待機児童の問題など、子どもや子育て家庭を取り巻く社会環境が、著しく変化し

ている中、この環境の変化に対応するため、子どもがほしいという希望が叶い、子育てしや

すい社会にしていくために、国や地域社会が一体となって、子どもや子育て家庭を支援する

新しい支え合いの仕組みを構築する目的として、平成 24 年 8月に、「子ども・子育て関連

3 法」が制定され、平成 27 年 4 月から子ども・子育て支援制度がスタートしました。 

平成 27 年度から子ども・子育て支援制度がスタートしたことに伴い、子ども・子育て支援

法第 61 条に基づく、市町村子ども・子育て支援事業計画として位置付ける計画として、平

成 27 年 3 月に、「子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～」を

策定しました。 

計画が策定された後、本市においては、待機児童を解消すべく、更なる保育所整備の施策

を推進し、平成 21年度以降の認可保育所等の整備は、平成 29 年 4月 1 日現在までの 8

年間に新設 33 施設を整備し、定員総数は 1,669 人から 4,797 人まで拡大しています。 

更に、子育て世代の流入により、年少人口（15歳未満）は、平成 21 年度の 21,640 人か

ら平成 29 年度には 27,202 人となり、5,562人増加しました。 

しかしながら、平成 29年 4 月 1 日現在、保育所の待機児童数は 92 人発生しており、引

き続き保育需要は増しています。 

また、学童クラブの需要は、保育需要と同様に増加傾向にあり、保育所整備と同様に学童

クラブの整備も急務になっています。 

国においては 29 年 6月に、「待機児童解消加速化プラン」に次ぐ、新たな待機児童解消

加速化プランとして「子育て安心プラン」を発表し、平成 30年度から遅くとも平成 32 年

度末までの 3 年間で、約 22 万人分の保育の受け皿を整備し、全国の待機児童の解消を目指

しています。 

こうしたことから、本市においては、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供

体制の整備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を

確保するための基本的な指針」に基づき、計画期間の中間年における見直しを行うこととな

っているため、「流山市地域福祉計画」、「流山市第 5 期障害福祉計画」及び「第 1期障害児

福祉計画」と整合させた、「子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画

～見直し」を策定し、子ども・子育て支援の充実を図ります。 
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２ 子ども・子育て支援制度の概要 

（１）子どものための教育・保育給付 

子ども・子育て支援制度では市が給付の対象として確認した教育・保育施設、地域

型保育事業者に対して、施設型給付・地域型保育給付を支給します。 

 

■施設型給付及び地域型保育給付の対象 

施設型 

給付 

教育・ 

保育 

施設 

幼稚園 

保育所 

認定こども園 

 幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て 

支援も行う施設 

地域型 

保育 

給付 

地域型 

保育 

事業 

家庭的保育事業（定員 5 人以下） 

 家庭的な雰囲気のもと、少人数の保育を行う事業 

小規模保育事業（定員６～19 人） 

 少人数を対象に多様なスペースで保育を行う事業 

居宅訪問型保育事業 

 障害など個別のケアが必要な場合などに保護者の居宅で 

1 対 1 で保育を行う事業 

事業所内保育事業 

 会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の 

子どもを一緒に保育する事業 

 

※地域型保育事業とは、子ども・子育て支援制度で市の認可事業として位置付けられ

た事業で、原則的に満3歳未満の保育を必要とする子どもを保育する事業です。 

 

※給付の対象となる教育・保育施設を「特定教育・保育施設」、地域型保育事業を「特

定地域型保育事業」といいます。 

 

※私立幼稚園は、子ども・子育て支援制度における市の「確認を受けない幼稚園」と

して、現行制度どおりを選択することも可能です。 
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

地域子ども・子育て支援事業は、市町村が地域の子育て家庭の実情に応じて実施す

る事業で子ども・子育て支援法で 13事業が定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保育の必要性の認定 

子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づき、

保育の必要性を認定したうえで、給付を支給する仕組みとなっています。 

認定は次の１～３号の区分で行われます。 
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認定区分 対象者 
主に利用する 

施設・事業 

１号認定 
満３歳以上の学校教育のみの就学前の子ども 

（保育の必要性なし） 

幼稚園 

認定こども園 

２号認定 

満３歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前

の子ども 

（保育を必要とする子ども） 

保育所 

認定こども園 

幼稚園（預かり保育利用） 

３号認定 

満３歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前

の子ども 

（保育を必要とする子ども） 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業 

地域子ども・子育て支援事業 

① 放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 

② 延長保育事業 

③ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

④ 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

⑤ 一時預かり事業 

⑥ 病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

⑦ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

⑧ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑨ 養育支援訪問事業その他要保護児童等の支援に資する事業 

⑩ 妊婦健康診査 

⑪ 利用者支援事業 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 



 

 

 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法により策定が義務付けられている「子ども・子育て

支援事業計画」と次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計画」を一

体的に策定するものです。本計画の策定にあたっては子ども・子育て支援法の基本理念

を踏まえる必要があります。 

[子ども・子育て支援法の基本理念] 

１ 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有す

るという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野にお

ける全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければな

らない。  

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子ど

もが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければな

らない。  

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合

的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

 

 上位計画、関連法との関係 
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子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～ 

《平成２７年度～３１年度》 

「子ども・子育て支援事業計画」と「次世代育成支援行動計画」の一体的な計画 

流山市 

整合性 

国 

流山市総合計画 
後期基本計画 

子ども・子育て支援法  
（根拠法） 

関連部門別計画 

① 流山市地域福祉計画 

② 流山市男女共同参画プラン 

③ 流山市高齢者支援計画 

④ 流山市障害者計画・障害福祉計画 

⑤ 流山市保育計画 

母子保健・教育・住宅・環境など 

流山市次世代育成支援行動計画 

前期計画（平成１７年度～２１年度） 

後期計画（平成２２年度～２６年度） 

※次世代育成支援対策推進法の延長 

継承  連携 



 

 

 

４ 計画期間 

本計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５年間を１期として策定し、中

間年度にあたる、本年度に計画の見直しを行います。 

平成 
21年度 

 
22年度 

 
23年度 

  
24年度 

 
25年度 

 
26年度 

 
27年度 

 
28年度 

 
29年度 

 
30年度 

 
31年度 

見直し  
  

        

   

 

  
計画 
策定 

  

 

   
見直し 

 

５ 計画の基本理念 
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次世代育成支援行動計画（後期計画） 子どもをみんなで育む計画 

※子ども・子育て支援事業計画と次世

代育成支援行動計画の一体的な計画 

基本理念 

「子どもの最善の利益が実現され  

すべての子どもが健やかに育ち 

地域全体で子育てできるまち 流山」  

子どもの最善の利益が実現され、すべての親たちが子育てや子どもの成長に

喜びや生きがいを感じることができるような社会を築いていくことが求められ

ています。 

少子化の進行、核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、待機児童問題な

ど、様々な課題を抱える中で、次代を担うすべての子どもが健やかに育つため

には、家庭での子育てを基本としながらも、地域社会全体で子育て家庭を支え

ていく必要があることが鮮明となっています。 

流山市は、すべての子どもと親が笑顔で過ごすことができ、各家庭が地域社

会と連携、協力をしながら安心して子どもを産み育てられる社会を実現するた

め、「子どもの最善の利益が実現され すべての子どもが健やかに育ち 地域

全体で子育てできるまち 流山」を基本理念として、子育て支援の施策を推進

します。 



 

 

 

「子
ど
も
の
最
善
の
利
益
が
実
現
さ
れ 
す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に 

育
ち 

地
域
全
体
で
子
育
て
で
き
る
ま
ち 
流
山
」 

６ 施策の体系 

本計画の基本理念である「子どもの最善の利益が実現され すべての子どもが健やか

に育ち 地域全体で子育てできるまち 流山」の実現のため、基本目標ごとに関連する

施策を以下のとおり体系づけ、総合的な取組を進めます。 

 
 
《基本理念》 《基本的視点》     《基本目標》           《主要課題》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

子
ど
も
の
視
点
に 

立
っ
た
支
援 

Ⅰ 

切
れ
目
の
な
い
支
援 

Ⅱ 

地
域
社
会
全
体
で 

子
育
て
を
支
援 

Ⅲ 

基本目標 １ 

子育てを支援する

地域づくり 

（1）情報提供・相談体制の充実 

（2）地域における子育て支援サービス 

の充実 

（3）子育て支援のネットワークづくり 

（4）経済的支援の充実 

 

基本目標 ２ 

子どもと母親（保護

者）の健康づくり 

（1）子どもや母親の健康の確保 

（2）食育の推進 

（3）思春期保健対策の充実 

（4）小児救急医療の充実 

基本目標 ３ 

子どもが健やかに

成長できる教育環

境づくり 

 

（1）子どもの人権の擁護 

（2）次代の親の育成 

（3）教育環境の充実 

（4）家庭の教育力の向上 

（5）地域活動の充実 

（6）子どもを取り巻く有害環境対策の 

推進 

基本目標 ４ 

子どもの安全を守

る生活環境・体制

づくり 

（1）安全なまちづくりの推進 

（2）安心して外出できる環境の整備 

（3）子どもの交通安全を確保するため 

の活動の推進 

（4）子どもを犯罪等の被害から守る 

ための活動の推進 

基本目標 ５ 

男女がともに仕事

と子育てを両立で

きる環境づくり 

 

（1）多様な働き方のできる環境の整備 

（2）仕事と子育ての両立の推進 

（3）保育サービスの充実と多様化 

基本目標 ６ 

保護が必要な子ど

もへの支援体制づ

くり 

 

施
策
の
連
携 

Ⅳ 

（1）児童虐待防止対策の充実 

（2）ひとり親家庭への支援の充実 

（3）障害のある子どものいる家庭への 

支援の充実 

 



 

 

 

 

 

 

 

第２章 

 

流山市の子どもと家庭を取り巻く現状 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第２章 流山市の子どもと家庭を取り巻く本市の現状 

１ 人口動態と子ども世帯 

平成17年につくばエクスプレスが開業し、沿線開発に伴う駅周辺のマンションや戸建

て住宅の建設が進みました。本市は住民誘致のメインターゲットを子育て世代と定め、

保育園の新設・増設や送迎保育ステーションなど積極的な子育て支援施策を進めてきま

した。 

これにより、つくばエクスプレスが開通した平成17年4月1日現在の常住人口と平成

29年4月1日現在の常住人口を比較すると、約3万人の増加となり、特に、年齢別人口で

は30代後半から40代、0～9歳の年齢層を中心に人口が伸びており、子育て世代が増加

しています。また、住民基本台帳による流山市地区別人口推移では、全体人口に占める

中部及び南部地区の人口の占める割合が高くなっています。 

 

（１）総人口と年少人口の推移 

流山市の人口は、平成２９年４月１日現在、181,737人で、前年と比べて、4,140

人増えていて、毎年、増加傾向で推移しています。また、年少人口（１５歳未満）

は、27,202人で、前年と比べて、1,269人増えていて、さらに、年少人口割合も

大幅に増えています。 

  今後も、おおたかの森地区等の区画整理の進捗状況等の影響により、さらに、人

口が増加していくことが予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県 年齢別町丁字別人口（各年４月１日現在） 
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２ 少子化の動向 

（１）合計特殊出生率の推移 

  合計特殊出生率（女性が一生の間に産むと考えられる子どもの数）の推移をみる

と、平成２８年は、１．５７で、前年と比べて大幅に増加し、依然として、県及び

全国の数値も上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県人口動態統計（各年１２月３１日現在） 

 

 

（２）出生数、出生率の推移 

①出生数 

  出生数の推移をみてみると、平成２６年は減少に転じましたが、平成28年には、

1,864人と増加し、前年度から比べると、81人も増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県衛生統計年報（各年１２月３１日現在） 
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②出生率 

  出生率（人口千人あたり）の推移を県、全国と比較すると、平成28年では10.

４‰（パーミル）で県及び全国を大幅に上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県人口動態統計（各年１２月３１日現在） 

 

 

 

 ③母の年齢別出生数の推移 

母の年齢別出生数の推移をみると、30～39 歳の出生数が年々増加していることか

ら、晩産化が進行していることがうかがえます。 

 
単位：人 

 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

総数 1,709 1,643 1,704 1,681 1,783 1,864 

15～19歳 8 11 11 6 5 4 

20～24歳 98 75 72 63 54 82 

25～29歳 448 393 407 388 423 424 

30～34歳 700 672 686 708 731 777 

35～39歳 388 412 448 437 485 490 

40～44歳 67 80 80 77 85 85 

45～49歳 0 0 0 2 0 0 

50歳以上      2 

資料：千葉県衛生統計年報（各年12月31日現在） 
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（４）年齢別労働力率の推移と比較（男性） 

国勢調査によると、平成27年時点の男性の労働力率は、主な子育て世代である

35～39歳代では98％台となっており、県・全国と比べると高くなっています。 
単位：％ 

 
流山市 千葉県 全国 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成27年 平成27年 

15～19歳 14.1 16.4 15.2 14.7 16.1 15.5 

20～24歳 57.3 56.2 58.5 60.1 67.5 69.3 

25～29歳 92.9 89.4 93.7 93.5 94.7 94.5 

30～34歳 96.0 93.7 98.0 97.5 96.7 96.6 

35～39歳 97.0 94.9 98.5 98.0 96.9 96.9 

40～44歳 97.6 95.6 98.5 97.5 96.9 96.8 

45～49歳 97.4 95.9 98.1 97.2 96.6 96.3 

50～54歳 97.5 95.8 98.1 96.9 96.0 95.7 

55～59歳 96.2 94.5 96.4 95.5 94.6 94.0 

60～64歳 74.3 74.9 82.0 83.1 81.6 80.8 

65～69歳 45.8 47.5 52.0 53.1 55.5 56.4 

70～74歳 25.4 27.9 31.1 31.5 33.3 35.1 

75～79歳 17.2 17.3 16.9 18.5 19.9 22.2 

80～84歳 12.8 10.8 11.3 10.0 12.5 14.0 

85歳以上 5.4 6.4 7.6 5.2 7.0 7.7 

資料：国勢調査（各年10月１日現在） 
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（５）年齢別労働力率の推移と比較（女性） 

国勢調査によると、平成27年時点の女性の労働力率は、県及び全国と比べると

低くなっていますが、平成22年時点の労働力率と比較すると、多くの年代で増え

ています。 
単位：％ 

 
流山市 千葉県 全国 

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成27年 平成27年 

15～19歳 13.7 17.4 17.2 15.7 16.3 14.7 

20～24歳 66.9 64.3 68.4 67.4 69.2 69.5 

25～29歳 70.0 72.9 77.8 81.1 81.1 81.4 

30～34歳 49.5 57.9 64.5 71.1 71.3 73.5 

35～39歳 49.7 54.7 59.9 66.9 69.1 72.7 

40～44歳 57.9 64.3 66.0 70.7 72.7 76.0 

45～49歳 62.0 68.6 71.8 75.7 75.9 77.9 

50～54歳 56.3 61.6 68.2 73.7 74.5 76.2 

55～59歳 46.2 51.0 57.4 64.2 67.3 69.4 

60～64歳 29.7 31.3 40.6 45.5 49.9 52.1 

65～69歳 15.4 18.7 22.1 27.1 31.4 33.8 

70～74歳 10.1 10.3 12.8 14.7 17.9 19.9 

75～79歳 7.3 7.2 7.8 8.6 10.4 11.6 

80～84歳 3.8 4.8 6.0 4.5 5.9 6.2 

85歳以上 2.1 1.4 2.3 2.1 2.5 2.5 

資料：国勢調査（各年10月１日現在） 
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３ 保育環境・教育環境の状況 

（１）認可保育所入所児童数 

認可保育所等入所児童数は、保育所数の増加に伴い、増加傾向で推移しており、平

成２５年度からみますと、２，０７５人の増加となっています。    

単位：人 

 

 

 

 

 

 

 
 

各年度4月１日現在 

（２）認可保育所待機児童数（国基準） 

認可保育所等待機児童数は、平成２８年度に大幅に増えましたが、保育所の整備を

積極的に行った結果、減少に転じています。しかしながら、待機児童の解消には至っ

ていないため、今後も、保育所整備を行っていきます。              
単位：人 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

各年度4月１日現在 

（３）幼稚園の入園児童数 

幼稚園の入園児童数は、近年は緩やかな増加傾向にあり、平成 21 年度からは 160

人増加しています。 

単位：人 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

公

立 

入園園児数 ５７ ５７ ６１ ５７ ５７ 

幼稚園数 １ １ １ １ １ 

私

立 

入園園児数 ２，５７９ ２，５９６ ２，６４１ ２，７３０ ２，７２５ 

幼稚園数 ９ ９ １０ １０ １０ 

合計 ２，６３６ ２，６５３ ２，７０２ ２，７８７ ２，７８２ 

幼稚園児数 

（市民数） 
３，１５７ ３，１４２ ３，２２２ ３，２２９ ３，２５９ 

各年度５月１日現在 
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 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

公

立 

入園児童数 ５７３ ５６２ ５５３ ５５７ ５８１ 

保育所数 ５ ５ ５ ５ ５ 

私

立 

入園児童数 １，９９７ ２，３０３ ２，７１４ ３，０３８ ３，８１１ 

保育所数 ２２ ２４ ３０ ３６ ４５ 

合計 ２，３１７ ２，５７０ ２，８６５ ３，２６７ ４，３９２ 

 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

平成２５年度 ６ ２２ １３ １４ １ １ ５７ 

平成２６年度 ３ ４７ ８ ８ ２ ０ ６８ 

平成２７年度 ３ ３０ １０ ４ ２ ０ ４９ 

平成２８年度 ８ ９９ ２８ ９ ２ ０ １４６ 

平成２９年度 ４ ５０ ３４ ２ ２ ０ ９２ 



 

 

（４）学童クラブ（放課後児童健全育成事業）入所児童数 

学童クラブの入所状況は、平成２５年度から９か所の学童クラブを増設し、入所児

童数も６１９人増加しています。保育ニーズと合わせて、今後も入所希望者が増加し

ていくことが見込まれます。  

単位：人 
 
 
 
 
 
 

各年度４月１日現在 

 

（５）小学校・中学校の状況 

在学者数の状況は、小学校、中学校とも増加傾向で推移し、保育所

と合わせて、特に小学校児童数が急増しています。  

単位：人 

 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

小

学

校 

児童数 ８，８２３ ９，００４ ９，２３７ ９，５６５ ９，９５０ 

学校数 １５ １５ １５ １６ １７ 

中

学

校 

生徒数 ３，８０７ ３，９０７ ３，９１２ ４，０４２ ４，１５０ 

学校数 ８ ８ ８ ８ ９ 

 

資料：学校基本調査（各年度5月１日現在） 
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 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

入所児童数 ８９６ １，０６１ １，２４４ １，３０３ １，５１５ 

か所数 １８ ２１ ２３ ２４ ２７ 
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第３章 事業計画 

１ 教育・保育の実績 

  平成27年度から平成29年度（各年４月１日現在）の実績です。上段の数値は、

現在の計画における量の見込みと確保方策、下段は実績値になります。 

 

（１）市全域 

利用区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

量

の

見

込

み 

１号認定 2,506 2,312 2,185 

２号認定 
学校教育を希望 586 603 662 

上記以外 2,112 2,485 2,706 

３号認定 
0歳児 289 356 395 

１・２歳児 1,413 1,678 1,821 

確

保

方

策 

特定教育・保

育施設 

１号認定 60 210 300 

２号認定 2,113 2,563 2,873 

３号認定(０歳児) 389 392 416 

３号認定(１・２歳児) 1,215 1,542 1,688 

確認を受けない幼稚園 2,920 2,920 2,920 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 0 0 9 

３号認定(１・２歳児) 0 19 86 

実

績 

未就学児児童数（全体数） 10,738 11,392 12,109 

児童 

認定数 

１号認定 83 84 74 

２号認定 1,826 2,098 2,377 

３号認定(０歳児) 191 232 394 

３号認定(１・２歳児) 1,340 1,641 1,961 

合 計 3,440 4,054 4,806 

確認を受けない幼稚園《市民》 3,200 3,259 3,245 

定

員

数 

特定教育・保

育施設 

１号認定 60 60 60 

２号認定 2,128 2,311 2,679 

３号認定(０歳児) 387 422 499 

３号認定(１・２歳児) 1,192 1,304 1,528 

確認を受けない幼稚園 2,920 2,920 2,920 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 4 10 16 

３号認定(１・２歳児) 14 44 75 

 

  20 



 

 

（２）各地区 

 

①北部地区 

利用区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

量

の

見

込

み 

１号認定 598 559 519 

２号認定 
学校教育を希望 97 96 112 

上記以外 263 287 290 

３号認定 
0歳児 24 28 31 

１・２歳児 157 157 160 

確

保

方

策 

特定教育・保

育施設 

１号認定 60 60 60 

２号認定 255 255 255 

３号認定(０歳児) 33 33 33 

３号認定(１・２歳児) 117 117 117 

確認を受けない幼稚園 700 700 700 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 0 0 0 

３号認定(１・２歳児) 0 0 0 

実

績 

未就学児児童数 1,566 1,518 1,464 

児童 

認定数 

１号認定 35 29 27 

２号認定 240 255 278 

３号認定(０歳児) 16 25 24 

３号認定(１・２歳児) 148 159 167 

合 計 439 468 496 

定

員

数 

特定教育・保

育施設 

１号認定 60 60 60 

２号認定 255 255 255 

３号認定(０歳児) 33 33 33 

３号認定(１・２歳児) 117 117 117 

確認を受けない幼稚園 700 700 700 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 0 0 0 

３号認定(１・２歳児) 0 0 0 
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②中部地区 

利用区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

量

の

見

込

み 

１号認定 573 606 627 

２号認定 
学校教育を希望 130 146 181 

上記以外 814 949 1,066 

３号認定 
0歳児 141 163 167 

１・２歳児 587 693 769 

確

保

方

策 

特定教育・保

育施設 

１号認定 0 150 150 

２号認定 885 1,055 1,145 

３号認定(０歳児) 189 189 189 

３号認定(１・２歳児) 555 655 715 

確認を受けない幼稚園 200 200 200 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 0 0 0 

３号認定(１・２歳児) 0 19 38 

実

績 

未就学児児童数 3,900 4,387 4,966 

児童 

認定数 

１号認定 29 31 25 

２号認定 708 868 988 

３号認定(０歳児) 88 104 193 

３号認定(１・２歳児) 586 707 900 

合 計 1,411 1,710 2,106 

定

員

数 

特定教育・保

育施設 

１号認定 0 0 0 

２号認定 824 856 1,062 

３号認定(０歳児) 158 166 207 

３号認定(１・２歳児) 467 487 609 

確認を受けない幼稚園 200 200 200 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 4 7 10 

３号認定(１・２歳児) 14 28 43 
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③南部地区 

利用区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

量

の

見

込

み 

１号認定 936 767 679 

２号認定 
学校教育を希望 227 233 236 

上記以外 719 932 1,043 

３号認定 
0歳児 91 128 158 

１・２歳児 491 649 709 

確

保

方

策 

特定教育・保

育施設 

１号認定 0 0 0 

２号認定 702 982 1,142 

３号認定(０歳児) 125 128 152 

３号認定(１・２歳児) 406 633 689 

確認を受けない幼稚園 1,320 1,320 1,320 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 0 0 6 

３号認定(１・２歳児) 0 0 32 

実

績 

未就学児児童数 3,445 3,666 3,948 

児童 

認定数 

１号認定 2 2 5 

２号認定 585 652 788 

３号認定(０歳児) 60 72 139 

３号認定(１・２歳児) 425 544 671 

合 計 1,072 1,270 1,603 

定

員

数 

特定教育・保

育施設 

１号認定 0 0 0 

２号認定 656 807 915 

３号認定(０歳児) 115 142 172 

３号認定(１・２歳児) 372 464 536 

確認を受けない幼稚園 1,040 1,040 1,040 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 0 3 6 

３号認定(１・２歳児) 0 16 32 
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④東部地区 

利用区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

量

の

見

込

み 

１号認定 399 380 360 

２号認定 
学校教育を希望 132 128 133 

上記以外 316 317 307 

３号認定 
0歳児 33 37 39 

１・２歳児 178 179 183 

確

保

方

策 

特定教育・保

育施設 

１号認定 0 0 90 

２号認定 271 271 331 

３号認定(０歳児) 42 42 42 

３号認定(１・２歳児) 137 137 167 

確認を受けない幼稚園 700 700 700 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 0 0 3 

３号認定(１・２歳児) 0 0 16 

実

績 

未就学児児童数 1,827 1,821 1,731 

児童 

認定数 

１号認定 17 22 17 

２号認定 293 323 323 

３号認定(０歳児) 27 31 38 

３号認定(１・２歳児) 181 231 223 

合 計 518 607 601 

定

員

数 

特定教育・保

育施設 

１号認定 0 0 0 

２号認定 393 393 447 

３号認定(０歳児) 81 81 87 

３号認定(１・２歳児) 236 236 266 

確認を受けない幼稚園 980 980 980 

特定地域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 0 0 0 

３号認定(１・２歳児) 0 0 0 
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２ 区域設定 

区域設定については、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施

設整備状況、交通事情、その他の条件を総合的に勘案して「教育・保育」及び「放課後

児童健全育成事業（学童クラブ）」は、北部地区・中部地区・南部地区・東部地区の４区

域で設定し、それ以外の事業については、市全域の１区域で設定します。 

なお、現計画から一部の地域が変更になっています。 

 

                 【北部地区】 

                  深井新田、平方村新田、西深井、東深井、 

                                    平方、美原、中野久木、北、小屋、 

上新宿新田、南、江戸川台東、江戸川台西、

こうのす台、富士見台、西初石１丁目の一部 

 

【中部地区】 

  上新宿、桐ケ谷、谷、上貝塚、下花輪、 

                  大畔、若葉台、駒木、駒木台、青田、 

十太夫、美田、東初石、西初石、 

市野谷、後平井 

 

 

【南部地区】 

流山、加、三輪野山、西平井、鰭ヶ崎、木、平和台、南流山、前平井 

 

 【東部地区】 

宮園、思井、中、芝崎、古間木、野々下、長崎、前ヶ崎、向小金、名都借、 

  松ヶ丘、西松ヶ丘 

 

○保育所整備数（小規模保育事業所含む）（定員数） 

   平成27年度から平成29年度までの認可保育所および小規模保育事業所の整

備した定員数です。 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 平成2７年度 平成2８年度 平成2９年度（予定） 

北 部 0 0 0 

中 部 77 387 715 

南 部 289 229 50 

東 部 0 90 0 

合計 366 706 765 

北部地区 

中部地区 

東部地区 

南部地区 



 

 

○特定教育・保育施設の需要数および需要率 

   特定教育・保育施設の需要数および需要率について、以下のとおり算出してい

ます。 

 

 ＜算出式＞ 

  需要数＝認定を受けた人数（＝保育所等入所数＋申請者数（入所者数を除く）） 

  需要割合＝認定を受けた人数／該当年齢の全児童数 

   

  平成27年度 平成28年度 平成29年度 

市

全

域 

認定数 6,640(61.8%) 7,313(64.2%) 8,051(66.5%) 

１号認定数 3,283(61.3%) 3,343(59.5%) 3,319(56.6%) 

２号認定数 1,826(34.1%) 2,098(37.4%) 2,377(40.5%) 

３号認定(0歳) 191(10.9%) 232(12.2%) 394(20.1%) 

３号認定(1･2歳児) 1,340(37.0%) 1,641(42.3%) 1,961(45.8%) 

北

部 

認定数 439(28.0%) 468(30.8%) 496(33.9%) 

１号認定数 35(4.2％) 29(3.5%) 27(3.3%) 

２号認定数 240(28.5) 255(30.4%) 278(33.8%) 

３号認定(0歳) 16(7.6%) 25(12.4%) 24(13.0%) 

３号認定(1･2歳児) 148(28.9%) 159(33.3%) 167(36.6%) 

中

部 

認定数 1,411(36.2%) 1,710(39.0%) 2,106(42.4%) 

１号認定数 29(1.6%) 31(1.5%) 25(1.1%) 

２号認定数 708(38.1%) 868(41.8%) 988(42.7%) 

３号認定(0歳) 88(12.9%) 104(13.1%) 193(23.7%) 

３号認定(1･2歳児) 586(43.1%) 707(46.6%) 900(48.9%) 

南

部 

認定数 1,072(31.1%) 1,270(34.6%) 1,603(40.6%) 

１号認定数 2(0.1%) 2(0.1%) 5(0.3%) 

２号認定数 585(34.7%) 652(37.4%) 788(42.7%) 

３号認定(0歳) 60(10.2%) 72(11.4%) 139(19.9%) 

３号認定(1･2歳児) 425(36.4%) 544(42.0%) 671(47.7%) 

東

部 

認定数 518(28.4%) 607(33.3%) 601(34.7%) 

１号認定数 17(1.8%) 22(2.3%) 17(1.9%) 

２号認定数 293(30.2%) 323(33.9%) 323(36.3%) 

３号認定(0歳) 27(9.8%) 31(11.3%) 38(14.5%) 

３号認定(1･2歳児) 181(31.1%) 231(38.9%) 223(38.5%) 

＊なお、確認を受けない幼稚園（市外含む）に通う市民数は、市全域の１号認定数に

加えています。 
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３ 区域別の児童の推計値 

  児童の推計値については、平成29年９月時点で推計したものであり、今後変動

する可能性があります。 

 

（１）北部地区 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

0～11歳新推計       3,344 3,373 3,501 

0～11歳 実数 3,771 3,805 3,742 3,728 3,609 3,493 3,344 － － 

0～11歳旧推計 3,947 4,020 4,064 4,093 4,073 4,019 3,957 3,922 3,824 

 

（２）中部地区 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

   H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

0～11歳新推計       8,349 9,153 9,998 

0～11歳 実数 4,707 5,079 5,436 5,949 6,568 7,384 8,349 － － 

0～11歳旧推計 3,516 3,549 3,561 5,191 5,613 6,353 6,965 7,442 7,912 
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（３）南部地区 

   

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

0～11歳新推計       7,130 7,631 7,934 

0～11歳 実数 6,005 5,953 6,061 6,162 6,379 6,691 7,130 － － 

0～11歳旧推計 6,295 6,395 6,512 6,779 7,044 7,246 7,397 7,529 7,564 

 

 

（４）東部地区 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

0～11歳新推計       3,707 3,879 3,972 

0～11歳 実数 4,050 3,961 3,879 3,861 3,829 3,797 3,707 － － 

0～11歳旧推計 3,972 3,956 3,843 3,803 3,720 3,617 3,528 3,440 3,348 
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４ 教育・保育の量の見込みと確保方策の見直し 

（１）各地区の量の見込みの推計値（推計率） 

 

 ＜算出式＞ 

  推計値＝該当年齢の人口推計値×推計率 

 ＊推計率は、平成27年度～平成29年度の需要率と各地区の状況から算出。 

 

 年度 平成３０年度 平成31年度 

地区 項目 

人口推

計値

(人) 

推計率 

(％) 

推計値 人口推

計値

(人) 

推計率 

(％) 

推計値 

北部

地区 

３歳以上児 848   892   

１号認定 50.5 428 46.5 415 

２号認定 幼稚園希望 13.0 110 15.0 134 

 保育所希望 35.0 297 37.0 330 

３号認定 ０歳児 188 14.0 26 175 15.0 26 

 １・２歳児 427 38.0 162 452 40.0 181 

中部

地区 

３歳以上児 2,555   2,833   

１号認定 35.2 899 27.2 771 

２号認定 幼稚園希望 10.0 256 12.0 340 

 保育所希望 49.0 1,252 56.0 1,586 

３号認定 ０歳児 863 28.0 242 962 33.0 317 

 １・２歳児 1,968 55.0 1,082 2,045 62.0 1,268 

南部

地区 

３歳以上児 1,955   2,152   

１号認定 42.5 831 39.5 850 

２号認定 幼稚園希望 12.0 235 12.0 258 

 保育所希望 45.0 880 48.0 1,033 

３号認定 ０歳児 716 25.0 179 719 30.0 216 

 １・２歳児 1,531 50.0 766 1,493 53.0 791 

東部

地区 

３歳以上児 973   1,000   

１号認定 42.4 413 40.4 404 

２号認定 幼稚園希望 16.0 156 16.0 160 

 保育所希望 38.0 370 40.0 400 

３号認定 ０歳児 282 17.0 48 282 19.0 54 

 １・２歳児 593 40.0 237 612 42.0 257 

 ＊２号認定（幼稚園希望）は、ニーズ調査時の推計率（％）を用いています。 

  また、同様に、１号認定＋２号認定の割合は、現計画の数値を用いています。 

 29 



 

 

（２）各地区の量の見込みと確保方策 

 

①北部地区                ＊確保方策＝各年４月１日定員数 

利用区分 

平成30

年度

(新) 

平成30

年度

(旧) 

平成30

年度 

(整備数) 

平成31

年度

(新) 

平成31

年度

(旧) 

平成31

年度 

(整備数) 

未就学児童数 1,463 1,579 － 1,519 1,529 － 

量

の

見

込

み 

１号認定 428 478 － 415 426 － 

２号 

認定 

学校教育を希望 110 118 － 134 132 － 

上記以外 297 300 － 330 307 － 

３号 

認定 

0歳児 26 32 － 26 35 － 

１・２歳児 162 169 － 181 174 － 

確

保

方

策 

特定教

育・保育

施設 

１号認定 60 60 0 60 60 0 

２号認定 255 335 0 255 335 0 

３号認定(０歳児) 33 35 0 33 35 0 

３号認定(１・２歳

児) 
117 155 0 117 155 0 

確認を受けない幼稚園 700 700 0 700 700 0 

特定地

域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 0 0 0 0 0 0 

３号認定(１・２歳

児) 
0 19 0 0 19 0 

  

 【教育・保育の環境】 

  ・北部地区は、既存の市街区であり、２か年は同水準で推移し、その後は、人口

が減少していくと想定している。 

  ・１号認定子ども：他地区に比べて、１号認定子どもの需要数が高くなっている。 

  ・２号・３号認定子ども：２号・３号認定子どの需要率が、他地区に比べて、最

も低くなっている。 

 

【確保方策の内容】 

・１号認定：地区内・市全域・近隣市の幼稚園の利用を想定している。 

   

・２号認定：地区内・市全域の認可保育所の利用を想定している。  

   

・３号認定：地区内・市全域の認可保育所および小規模保育事業所の利用を想定

している。 
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②中部地区                ＊確保方策＝各年４月１日定員数 

 利用区分 

平成30

年度

(新) 

平成30

年度

(旧) 

平成30

年度 

(整備数) 

平成31

年度

(新) 

平成31

年度

(旧) 

平成31

年度 

(整備数) 

未就学児童数 5,386 4,302 － 5,840 4,397 － 

量

の

見

込

み 

１号認定 899 635 － 771 578 － 

２号 

認定 

学校教育を希望 256 217 － 340 275 － 

上記以外 1,252 1,173 － 1,586 1,285 － 

３号 

認定 

0歳児 242 163 － 317 194 － 

１・２歳児 1,082 799 － 1,268 845 － 

確

保

方

策 

特定教

育・保育

施設 

１号認定 15 150 0 15 150 0 

２号認定 1,389 1,225 206 1,595 1,305 78 

３号認定(０歳児) 252 189 6 258 194 6 

３号認定(１・２歳

児) 
800 755 108 908 790 36 

確認を受けない幼稚園 200 200 0 200 200 0 

特定地

域型保

育事業 

３号認定(０歳児) 34 0 15 49 6 6 

３号認定(１・２歳

児) 
171 57 80 251 70 32 

  

 【教育・保育の環境】 

  ・中部地区は、区画整理の進捗とともに、子育て世帯の転入により児童人口が急

増している地域である。今後も、児童数が増えていくことが想定されている。 

  ・１号認定子ども：需要数は横ばいになっているが、保育所へのニーズが高く求

められている地区であり、今後、減少していくと想定している。 

・２号・３号認定子ども：他地区からみても需要率が最も高く、今後も、保育所

へのニーズは右肩上がりで上昇すると想定している。 

 

【確保方策の内容】 

  ・１号認定：市全域、近隣市の幼稚園および認定こども園を利用する。また、認

定こども園の整備で対応を想定している。 

   

・２号認定：２号認定子どもの見込み数は増加することが想定されるため、認可

保育所の整備等で対応を想定している。また、小規模保育施設の連携施設の確保

として、３歳児以上の受け入れを対応できる施設も想定している。 

   

・３号認定：３号認定子どもの見込み数は増加することが想定されるため、認可

保育所や小規模保育事業所の整備等で対応を想定している。 



 

 

③南部地区                ＊確保方策＝各年４月１日定員数 

 利用区分 

平成30

年度

(新) 

平成30

年度

(旧) 

平成30

年度 

(整備数) 

平成31

年度

(新) 

平成31

年度

(旧) 

平成31

年度 

(整備数) 

未就学児童数 4,202 3,966 － 4,364 3,969 － 

量

の

見

込

み 

１号認定 831 651 － 850 643 － 

２号認

定 

学校教育を希望 235 240 － 258 245 － 

上記以外 880 1,102 － 1,033 1,144 － 

３号認

定 

0歳児 179 158 － 216 181 － 

１・２歳児 766 733 － 791 769 － 

確

保

方

策 

特定教

育・保

育施設 

１号認定 0 0 0 0 0 0 

２号認定 965 1,182 0 965 1,222 0 

３号認定 (０歳

児) 
175 152 0 175 169 0 

３号認定(１・２

歳児) 
555 709 0 555 712 0 

確認を受けない幼稚園 1,320 1,320 0 1,320 1,320 0 

特定地

域型保

育事業 

３号認定 (０歳

児) 
12 6 0 12 12 6 

３号認定(１・２

歳児) 
64 32 0 64 64 38 

  

 【教育・保育の環境】 

  ・南部地区は、区画整理に伴う大規模住宅等の開発があったため、中部地区同様、

需要率が増加している。今後は、大幅には増加しないことが想定される。 

  ・１号認定子ども：需要数は最も少ないが、地区内の幼稚園だけではなく、市全

域・松戸市等近隣市の幼稚園にも入園している。 

  ・２号・３号認定子ども：２号・３号認定子どもの需要率は、共に市全域の需要

率を上回っている。 

 

【確保方策の内容】 

  ・１号認定：地区内・市全域・近隣市の幼稚園の利用を想定している。 

   

・２号認定：地区内・市全域の認可保育所の利用を想定している。 

   

・３号認定：地区内・市全域の認可保育所および小規模保育事業所の利用を想定

している。また、小規模保育事業所の整備で対応を想定している。 
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④東部地区                ＊確保方策＝各年４月１日定員数 

 利用区分 

平成30

年度

(新) 

平成30

年度

(旧) 

平成30

年度 

(整備数) 

平成31

年度

(新) 

平成31

年度

(旧) 

平成31

年度 

(整備数) 

未就学児童数 1,848 1,551 － 1,894 1,512 － 

量

の

見

込

み 

１号認定 413 341 － 404 331 － 

２号認

定 

学校教育を希望 156 129 － 160 125 － 

上記以外 370 306 － 400 296 － 

３号認

定 

0歳児 48 40 － 54 42 － 

１・２歳児 237 188 － 257 189 － 

確

保

方

策 

特 定 教

育・保育

施設 

１号認定 0 90 (60) 60 90 0 

２号認定 447 331 5 452 331 57 

３号認定 (０歳

児) 
87 42 0 87 42 3 

３号認定(１・２

歳児) 
266 167 5 271 167 30 

確認を受けない幼稚園 700 700 (-100) 600 700 0 

特定地

域型保

育事業 

３号認定 (０歳

児) 
0 9 3 3 9 0 

３号認定(１・２

歳児) 
0 29 16 16 29 0 

 

 【教育・保育の環境】 

  ・東部地区は既存の市街区であり、２か年は同水準で推移し、その後は、ゆるや

かに人口が減少していくと想定している。 

  ・１号認定子ども：需要数は横ばいで推移していて、地区内の幼稚園だけではな

く、市全域・柏市等近隣市の幼稚園にも入園している。 

  ・２号・３号認定子ども：２号・３号認定子どもの需要率は、共に、市全域の需

要率を下回っている。 

 

【確保方策の内容】 

  ・１号認定：市全域、近隣市の幼稚園および認定こども園を利用する。 

   

・２号認定：地区内・市全域の認可保育所の利用を想定している。また、認定こ

ども園の整備で対応を想定している。  

   

・３号認定：地区内・市全域の認可保育所および小規模保育事業所の利用を想定

している。また、小規模保育事業所の整備で対応を想定している。 



 

 

（３）市全域の量の見込みと確保方策 

利用区分 
平成30

年度(新) 

平成30

年度(旧) 

平成30

年度 

(整備数) 

平成31

年度(新) 

平成31

年度(旧) 

平成31

年度 

(整備数) 

未就学児童数 12,899 11,398 － 13,617 11,407 － 

量

の

見

込

み 

１号認定 2,571 2,105 － 2,440 1,978 － 

２号認

定 

学校教育を希望 757 704 － 892 777 － 

上記以外 2,799 2,881 － 3,349 3,032 － 

３号認

定 

0歳児 495 393 － 613 452 － 

１・２歳児 2,247 1,889 － 2,497 1,977 － 

確

保

方

策 

特 定 教

育・保育

施設 

１号認定 75 300 (60) 135 300 0 

２号認定 3,056 3,073 211 3,267 3,193 135 

３号認定 (０歳

児) 
547 418 6 553 440 9 

３号認定(１・２

歳児) 
1,738 1,786 113 1,851 1,824 66 

確認を受けない幼稚園 2,920 2,920 (-100) 2,820 2,920 0 

特定地

域型保

育事業 

３号認定 (０歳

児) 
46 15 18 64 27 12 

３号認定(１・２

歳児) 
235 137 96 331 182 64 

 ＊保育所受入可能児童数は、定員数の概ね１２０％としています。 

 

 【整備の方向性】 

  ・北部・南部・東部地区の就学前児童数は、２か年でほぼ同水準に推移し、中部

地区の就学前児童数は増加していくと想定している。今後は、１号認定は減少傾

向、２号・３号認定は上昇傾向と想定しているため、中部、南部、東部地区では

認可保育所および小規模保育事業所などの整備が必要と考えている。 

 

 《保育所等の整備想定年度》 

 平成30年度 平成31年度 

北 部 0 0 

中 部 415 158 

南 部 0 38 

東 部 29 90 

合計 444 286 
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５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

子ども・子育て支援法で、地域子ども・子育て支援事業として位置付けられている13

事業について、事業の実績値等に基づき、必要に応じて、見直しを行っています。 

 

（１）放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 

①当初計画上の量の見込み・確保方策及び入所児童数・定員の実績(各年度4月)  単位:人 

区域 項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

(合計) 

量の 

見込み 

低学年 1,156 1,484 1,692 1,839 2,117 

高学年 143 144 151 158 163 

確保方策 1,185 1,545 1,985 2,185 2,425 

実績 
低学年 1,161 1,217 1,396   

高学年 83 86 118   

定員数 1,175 1,215 1,375   

北部 

量の 

見込み 

低学年 281 298 308 302 317 

高学年 34 35 36 38 37 

確保方策 375 375 375 375 375 

実績 
低学年 272 257 242   

高学年 73 75 88   

定員数 375 375 375   

中部 

量の 

見込み 

低学年 291 442 551 638 775 

高学年 30 32 35 40 47 

確保方策 255 415 575 695 855 

実績 
低学年 321 370 489   

高学年 0 1 9   

定員数 295 295 395   

南部 

量の 

見込み 

低学年 383 520 604 662 768 

高学年 48 47 49 50 50 

確保方策 280 480 680 760 840 

実績 
低学年 361 392 436   

高学年 2 2 8   

定員数 280 320 380   

東部 

量の 

見込み 

低学年 201 224 229 237 257 

高学年 31 30 31 30 29 

確保方策 275 275 355 355 355 

実績 
低学年 207 198 229   

高学年 8 8 13   

定員数 225 225 225   

区域：小学校区 
北部：江戸川台小学校区・東深井小学校区・新川小学校区・西深井小学校区 
中部：西初石小学校区・八木北小学校区・小山小学校区・おおたかの森小学校区 
南部：流山小学校区・流山北小学校区・鰭ケ崎小学校区・南流山小学校区 
東部：長崎小学校区・八木南小学校区・東小学校区・向小金小学校区 

学年 
低学年：小学校１年生～３年生 高学年：小学校４年生～６年生 



 

 

≪就学児童数・入所児童数・入所率≫              単位：人 

区域 項目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

市全域 

(合計) 

児童数 
低学年 4,953 5,187 5,313 

高学年 4,612 4,711 4,795 

入所数 
(入所率) 

低学年 1,161 

(23.4%) 

1,217 

(23.5%) 

1,396 

(26.3%) 

高学年 83 (1.8%) 86 (1.8%) 118 (2.5%) 

北部 

児童数 
低学年 982 954 869 

高学年 1,053 1,010 986 

入所数 
(入所率) 

低学年 272 

(27.7%) 

257 

(26.9%) 

242 

(27.8%) 

高学年 73 (6.9%) 75 (7.4%) 88 (8.9%) 

中部 

児童数 
低学年 1,536 1,754 1,946 

高学年 1,147 1,286 1,416 

入所数 
(入所率) 

低学年 321 

(20.9%) 

370 

(21.1%) 

489 

(25.1%) 

高学年 0 (0.0%) 1 (0.1%) 9 (0.6%) 

南部 

児童数 
低学年 1,419 1,471 1,534 

高学年 1,436 1,428 1,422 

入所数 
(入所率) 

低学年  361 

(25.4%) 

392 

(26.6%) 

436 

(28.4%) 

高学年 2 (0.1%) 2 (0.1%) 8 (0.6%) 

東部 

児童数 
低学年 1,016 1,008 964 

高学年 976 987 971 

入所数 
(入所率) 

低学年  207 

(20.4%) 

198 

(19.6%) 

229 

(23.8%) 

高学年 8 (0.8%) 8 (0.8%) 13 (1.3%) 

 

≪学童クラブの整備実績≫               単位:定員数 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

北部 0 0 0 

中部 90 0 160 

南部 0 40 0 

東部 70 0 0 

計 160 40 160 
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≪学童クラブの特性≫ 

現在の 

学童 

クラブ 

・本市は、公設民営型（市が施設を設置し指定管理者が運営する形態）の

学童クラブを 1 小学校区に 1 学童クラブ（複数の施設を設置している小

学校区もある）配置している。 

 

・中部地区及び南部地区を中心に、児童数及び学童クラブの需要は増加傾

向が続いている。 

 

・平成 27 年度から、３年生までの児童及び障害を持った児童について、

入所基準を満たす年度当初の入所申請者は、優先して原則すべて受け入れ

る対応を行っている。 

 

・４年生以上の児童については、３年生までの児童及び障害を持った児童

の入所決定後に受け入れ可能な場合において、受け入れを行っている。 

・入所児童数（在籍児童数）に対して実際に登所する児童数は、平日平均

で概ね８割程度となっている。 

 

・入所児童数についても年間を通じて変動があり、4 月をピークに夏休み

後から年度末に向けて退所する児童が出るため、徐々に減少する傾向があ

る。 

 

・弾力的運用として、定員を超えて３年生までの児童及び障害を持った児

童を受け入れる場合、既存施設の保育面積が不足する際は、放課後使用可

能な学校の特別教室等を活用して受け入れを行っている。 

 

今後の 

学童 

クラブ 

・今後も、３年生までの児童及び障害を持った児童について、入所基準を

満たす年度当初の入所申請者は、優先して原則すべて受け入れられるよう

対応していく。 

 

・このため、下記の整備（民設民営型を含む）のほか、必要に応じて放課

後使用可能な学校の特別教室等を活用するなど、条例の基準（児童一人当

たり概ね 1.65㎡など）に基づく保育環境を確保した上で、弾力的運用と

して定員を超えた受け入れも行い、需要に対応していく。 
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②事業の概要 

(1) 事業の概要 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業の終了

後に小学校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え

て、その健全な育成を図る。 

(2) 提供区域の設定  北部地区・中部地区・南部地区・東部地区（４区域） 

(3) 確保方策の内容 

 

【北部】 

・現行の施設で量の見込みを確保できると想定している。  

 

【中部】 

・小山小学校区：平成 29 年度に定員 80 人(2 単位)規模の整備を行

う。 

・おおたかの森小学校区：平成 30 年度に定員 400 人(10 単位)規

模の整備を行う。 

・西初石小学校区：平成 30 年度に定員 100 人(2 単位)規模の整備

を行う。 

 

【南部】 

・南流山小学校区：平成 29 年度に定員 130 人(3 単位)規模の整備

を行う。 

・鰭ケ崎小学校区：平成 31 年度に定員 80 人(2 単位)規模の整備を

行う。 

 

【東部】 

・長崎小学校区：平成 29 年度に定員 50 人規模(1 単位)の整備を行

う。 

 

(4) 事業担当課  教育総務課 

 

 

≪学童クラブの想定整備年度≫             単位：定員数 

 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

北部 0 0 0 

中部 80 500 0 

南部 130 0 80 

東部 50 0 0 

計 260 500 80 
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③量の見込み・確保方策(各年度4月)         単位:人(確保方策は定員数) 

区域 項目 平成30年度 平成31年度 

市全域 

(合計) 

児童数推計値 
低学年 5,647 5,891 

高学年 5,021 5,236 

需要量の見込み 
(需要率の見込み) 

低学年 1,617(28.6%) 1,860(31.6%) 

高学年 201(4.0%) 314(6.0%) 

定員の確保方策 1635 2045 

北部 

児童数推計値 
低学年 861 852 

高学年 974 938 

需要量の見込み 
(需要率の見込み) 

低学年 279(32.4%) 289(33.9%) 

高学年 79(8.1%) 92(9.8%) 

定員の確保方策 375 375 

中部 

児童数推計値 
低学年 2,166 2,401 

高学年 1,653 1,863 

需要量の見込み 
(需要率の見込み) 

低学年 591(27.3%) 728(30.3%) 

高学年 48(2.9%) 90(4.8%) 

定員の確保方策 475 885 

南部 

児童数推計値 
低学年 1,637 1,670 

高学年 1,400 1,447 

需要量の見込み 
(需要率の見込み) 

低学年 491(30.0%) 549(32.9%) 

高学年 41(2.9%) 71(4.9%) 

定員の確保方策 510 510 

東部 

児童数推計値 
低学年 983 968 

高学年 994 988 

需要量の見込み 
(需要率の見込み) 

低学年 256(26.0%) 294(30.4%) 

高学年 33(3.3%) 61(6.2%) 

定員の確保方策 275 275 
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（２）延長保育事業 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外

の日及び時間において、保育所、認定こども園等で保育を行う。 

(2) 提供区域の設定 市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 新規開設園においても延長保育を実施する。 

(4) 事業担当課 保育課 

 

≪見直し内容≫ 

   ２か年の実績に基づき、量の見込みおよび確保方策について、数値を変更しました。 

 

② 量の見込み・確保方策                        単位：人 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①量の見込み(新) － － 4,259 4,989 5,813 

②確保方策(新) － － 4,259 4,989 5,813 

実績 2,476 3,244 － － － 

量の見込み(旧) 2,369 2,617 2,865 3,113 3,349 

確保方策(旧) 2,369 2,617 2,865 3,113 3,349 
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（３）子育て短期支援事業 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一

時的に困難となった児童について、児童養護施設等に日帰りおよび泊

りがけで入所させ、必要な保護を行う。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 現在の提供体制を維持する。 

(4) 事業担当課  子ども家庭課 

 

   

≪見直し内容≫ 

   区分を変更し、ショートステイ（日帰り）およびトワイライトステイを追加しました。

量の見込みおよび確保方策について、数値の変更はありません。 

 

 

② 量の見込み・確保方策                      単位：人 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①
量
の
見
込
み 
 

ショート
ステイ 
（宿泊） 

319 334 341 344 344 

ショート
ステイ 
（日帰り） 

６ ６ ６ ６ ６ 
トワイラ
イトステ
イ 

計 325 340 347 350 350 

②確保方策 365 365 365 365 365 

実
績 

ショート
ステイ 
（宿泊） 

17 17 － － － 

ショート
ステイ 
（日帰り） 

157 98 － － － 

トワイラ
イトステ
イ 

0 17 － － － 

計 174 132 － － － 

    
 

 

    41 



 

 

（４）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 
乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てに

ついての相談、助言その他の援助を行う。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 量の見込みに対応する施設数 

(4) 事業担当課  子ども家庭課 

 

  ≪見直し内容≫ 

   実績等から判断して、量の見込みおよび確保方策の数値の変更はありません。 

 

② 量の見込み・確保方策                     単位：人日／年 

                                   ：か所 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①量の見込み 91,356 96,456 97,551 96,864 95,208 

②確保方策 15 15 15 15 15 

実績(箇所数) 15 15 － － － 

実績（利用者数） 58,959 59,988 － － － 

 

 

（５）一時預かり事業 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に

ついて、主として昼間において、幼稚園、保育所、認定こども園、地

域子育て支援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な保

護を行う。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 
幼稚園の預かり保育実施を推進する。 

ファミリー・サポート・センターの実施施設数を増設する。 

(4) 事業担当課  子ども家庭課・保育課 
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② 量の見込み・確保方策 

■ 一時預かり事業（幼稚園在園児対象型）  

 

≪見直し内容≫ 

   実績等から判断して、量の見込みおよび確保方策の数値の変更はありません。 

                                 単位：人日／年 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①
量
の
見
込
み 

１号認定
の利用 

13,796 14,333 14,757 15,137 15,402 

２号認定
の利用 

65,967 68,535 70,562 72,380 73,646 

②確保方策 79,763 82,868 85,319 87,517 89,048 

実績 22,878 29,890 － － － 

 

■ 一時預かり事業（ファミリー・サポート・センター（就学前）、一時保育） 

 

≪見直し内容≫ 

   区分を変更し、ショートステイ（日帰り）およびトワイライトステイを削除しました。

また、一時保育について、実績等から、量の見込みの数値を変更しました。 

              単位：人日／年 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①
量
の
見
込
み 
 

ファミリー・サポ

ート・ 

センター 
3,11２ 3,307 3,321 3,254 3,151 

一時保育(新) － － 11,655 11,478 10,890 

一時保育(旧) 7,330 7,789 7,822 7,664 7,422 

計 10,442 11,096 14,976 14,732 14,041 

②
確
保
方
策 

ファミリー・サポ

ート・ 

センター 

3,383 3,519 3,604 3,808 3,944 

一時保育 25,250 25,250 25,250 25,250 25,250 

計 28,639 28,769 28,854 29,058 29,194 

実
績 

ファミリー・サポ

ート・ 

センター 

3,827 3,379 － － － 

一時保育 10,462 12,421 － － － 

計 14,289 15,800 － － － 
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（６）病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 
病児について病院・保育所等に付設された専用スペース等におい

て、看護師等が一時的に保育等する。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 
現在の提供体制を確保するとともに、病児保育事業の実施を検討す

る。 

(4) 事業担当課  保育課 

 

≪見直し内容≫ 

   実績等から判断して、量の見込みおよび確保方策の数値の変更はありません。 

 

② 量の見込み・確保方策                      単位：人日／年 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①量の見込み 536 561 573 578 579 

②確保方策 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 

実績(利用者数) 98 129 114 － － 

実績(箇所数) 2 2 2 － － 

   ＊平成 29 年度は、平成 29 年４月～８月末までの実績です。 

 

 

（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター（就学後）） 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 

児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援

助を受けることを希望する者と、当該援助を行うことを希望する者と

の相互援助活動に関する連絡・調整を行う。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 
提供会員の確保を推進する。 

利便性の向上のため、実施施設を増設する。 

(4) 事業担当課  子ども家庭課 

 

  ≪見直し内容≫ 

   実績等から判断して、量の見込みおよび確保方策の数値の変更はありません。 
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② 量の見込み・確保方策                      単位：人日／年 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①量の見込み 2,464 2,563 2,666 2,773 2,884 

②確保方策 2,431 2,533 2,686 2,737 2,856 

実績 1,685 1,215 744 － － 

 

 

 

（８）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 
生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関

する情報提供や養育環境等の把握を行う。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 量の見込み（訪問数）に対応する実施体制。 

(4) 事業担当課  健康増進課（流山市保健センター） 

 

 

≪見直し内容≫ 

   本市の児童推計から判断して、量の見込みの数値を変更しました。 

 

 

②量の見込み・確保方策                         単位：人 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①量の見込み(新) － － 1,959 2,049 2,138 

①量の見込み(旧) 1,647 1,751 1,748 1,717 1,676 

②確保方策 
 実施体制：個人委託助産師及び保健師７名 
      非常勤助産師及び保健師 7～9 名 
実施機関：健康増進課（流山市保健センター） 

実績 1,680 1,773 － － － 
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（９）養育支援訪問事業 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 

子育てに不安を抱えていたり、さまざまな理由で子どもの養育に支

援を必要としている家庭に対して、保健師などを派遣し、育児や家事

の指導・助言を行う。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 量の見込み（延べ訪問数）に対応する実施体制。 

(4) 事業担当課  健康増進課（流山市保健センター） 

 

≪見直し内容≫ 

   実績等から判断して、量の見込みおよび確保方策の数値の変更はありません。 

 

②量の見込み・確保方策                         単位：人 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①量の見込み 87 98 100 100 100 

②確保方策 

【育児家事援助部分】 
実施体制：3～4 人 
実施機関：子ども家庭課 

健康増進課（流山市保健センター） 

【専門的相談支援部分】 

実施体制：4～5 人 
実施機関：健康増進課（流山市保健センター） 

実績 26 70 － － － 

 

 

（10）妊婦健康診査 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査とし

て、①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、

妊娠期間中の適時に、必要に応じた医学的検査を実施する。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 
量の見込み（健診回数）に対応する実施体制。 

※1 人あたりの健診回数は 14 回で算定。 

(4) 事業担当課  健康増進課（流山市保健センター） 
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≪見直し内容≫ 

   本市の児童推計から判断して、量の見込みの数値を変更しました。 

 

②量の見込み・確保方策                         単位：回 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①量の見込み(新) － － 24,683 25,817 26,939 

①量の見込み(旧) 23,800 25,200 25,200 24,500 24,080 

②確保方策 

 実施場所：全国医療機関 
 実施体制：県内：千葉県医師会、 

県外：各医療機関との委託契約又は償還払い 
 検査項目：国が示す基本的な妊婦健康診査項目 
実施時期：通年実施 

実績 22,154 22,863 － － － 
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（11）利用者支援事業 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 

①特定型 

子どもや保護者が、幼稚園や保育所、認定こども園等の施設や地域

の子育て支援事業を円滑に利用できるように、情報の収集・提供を行

い、必要に応じて相談・助言をするとともに、関係機関との連絡調整

などを行う。利用者の個別ニーズに応じた子育て支援サービスに結び

つけられるように、相談機能を有する総合窓口を設置する。 

 

②母子保健型 

 母子手帳交付時の妊婦全件面接または訪問による状況把握を行い

作成したコウノトリプラン（支援計画）に基づき、早期支援を実施し

ていく。支援の実施にあたっては、関係機関との連絡調整および継続

的なモニタリングを行い、保健センター地区担当保健師、児童福祉部

門との連携を取りながら、母子保健型保健師等による妊産婦およびそ

の家族等への支援を実施するものである。また、支援メニューとして、

産後ケア事業を実施する。 

(2) 提供区域の設定 市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容 
①平成 27 年度に１か所設置。 

②平成 29 年度に１か所設置。 

(4) 事業担当課 
①子ども家庭課 

②健康増進課 

 

≪見直し内容≫ 

   新規事業に伴い、量の見込みおよび確保方策の数値を変更しました。 

 

② 量の見込み・確保方策                       単位：か所 

区 域 項 目 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 

市全域 

①量の見込み(新) － － 2 2 2 

②確保方策(新) － － 2 2 2 

①量の見込み(旧) 1 1 1 1 1 

②確保方策(旧) 1 1 1 1 1 

実績 1 1 2 － － 

相談件数 837 1,872 － － － 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対

して保護者が支払うべき日用品、文房具その他教育・保育に必要な物

品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等を助成する。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容  国の動向を勘案しながら検討する。 

(4) 事業担当課  子ども家庭課・保育課 

 

 

≪見直し内容≫ 

   内容の変更はありません。 

 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

① 事業の概要 

(1) 事業の概要 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研

究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置

又は運営を促進する。 

(2) 提供区域の設定  市全域（１区域） 

(3) 確保方策の内容  国の動向及び市内の事業者の意向を踏まえて検討する。 

(4) 事業担当課  子ども家庭課・保育課 

 

 

≪見直し内容≫ 

   内容の変更はありません。 
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６ 子ども・子育て支援法に掲げる任意記載事項 

（１）産後の休業および育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関

する事項 

本計画では就学前の子どもの保護者に対するニーズ調査の結果を踏まえて、教育・

保育の量の見込み及び確保方策を定めています。この量の見込み及び確保方策を基に

特定教育・保育施設等を計画的に整備することで、産前・産後休業、育児休業明けに

特定教育・保育施設等が円滑に利用できるような環境を整えていきます。 

 

①子育て支援総合窓口の充実 

子育て支援総合窓口（利用者支援事業）の設置や、子育て情報の提供により、利用

者のニーズに応じた子育て支援に結び付けられるよう努めます。 

 ②送迎保育ステーションの充実 

  送迎保育ステーションを利用し、市内の保育所まで送迎することにより、保育所利

用者の利便性の向上を図ります。 

 

（２）子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との

連携に関する事項 

県が行う施策との連携を図り、流山市の実情に応じて、次に掲げる施策を推進して

いきます。（各施策の詳細は第４章施策の展開を参照） 

 

①児童虐待防止対策の充実 

児童虐待の発生予防、早期発見、早期対策のために、要保護児童対策地域協議会の

取り組みの強化、専門職員の資質向上を図るとともに、児童相談所との連携強化を図

ります。また、虐待の発生予防のために子どもの健康診査等の保健指導、地域や医療

機関との連携を通して、養育支援を必要とする家庭を早期に発見し、養育支援訪問事

業等の適切な支援を行います。 

 

②母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進 

ひとり親家庭（母子家庭及び父子家庭）の自立のために、子育て生活支援、就業支

援、養育費確保支援、経済的支援を促進します。 

 

③障害児施策の充実等 

流山市第 5期障害福祉計画および第 1 期障害児福祉計画の子育て・教育の施策事業

と整合し、つばさ学園については、児童福祉法に基づく児童発達支援センターに位置

付け、身近な地域の障害児支援の専門機関として、通所利用の障害児支援だけではな

く、地域の障害児・その家族を対象にした支援や保育所等の施設に通う障害児に対し

て、施設を訪問して支援する体制を整備していきます。 
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（３）労働者の職業生活と家庭生活の両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整

備に関する施策との連携に関する事項 

①仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

仕事と生活の調和の実現のために、労働条件の向上や育児休業制度の普及などにつ

いて広報、啓発を行うなどの支援を推進していきます。 

②仕事と子育ての両立のための基盤整備 

延長保育や学童クラブなどの様々な保育サービスの充実を図るなど、多様な就労形

態に対応した子育て支援を推進していきます。 

男女が協力して子育てを行い、男女ともに仕事と子育ての両立ができるように、男

性の子育てへの参加を推進していきます。 
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７ 障害児に対する障害福祉サービスの見込量確保の方法 

  成長発達期の乳幼児期において適切な療育・指導を行うことは、障害の軽減等に効果が

あることから、児童発達支援センター（つばさ学園）の事業を充実し、早期療育・指導相

談体制の推進、療育支援体制の充実、保育所や幼稚園等への訪問や交流の推進など、保育・

就学前教育の充実を図ります。 

なお、見込量確保の方法は、平成30年度～平成32年度を計画期間とする「流山市第5

期障害福祉計画」及び「第1期障害児福祉計画」と整合を図っています。 

 

 

（１）児童発達支援 

 ①事業の概要 

(1) 事業の概要 
障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練などを行います。 

(2) 事業担当課  障害者支援課 

  

②見込量確保の方法 

項目  平成30年度 平成31年度 平成32年度 

見込量 

利用日数 

【日/月】 
1,510 1,673 1,836 

利用者数 

【人/月】 
122 136 149 

確保の方法 

児童発達支援センターつばさを中心に、近隣にある事業所と連携を図りな

がら、障害児とその保護者（家族）のニーズに応じたサービス量の確保に

努めます。 
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（２）医療型児童発達支援 

 ①事業の概要 

(1) 事業の概要 
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及

び治療を行います。 

(2) 事業担当課  障害者支援課 

 

 ②見込量確保の方法 

項目  平成30年度 平成31年度 平成32年度 

見込量 

利用日数 

【日/月】 
3 3 3 

利用者数 

【人/月】 
1 1 1 

確保の方法 
本市には医療型事業発達支援を実施する事業所がないため、近隣にある事

業所と連携を図りながら事業を実施します。 

 

 

（３）居宅訪問型児童発達支援 

 ①事業の概要 

(1) 事業の概要 

重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害

児通所支援等を受けるための外出が著しく困難な障害児を対象に、居宅に

訪問して発達支援を行うものです。 

(2) 事業担当課  障害者支援課 

  

②見込量確保の方法 

項目  平成30年度 平成31年度 平成32年度 

見込量 

利用日数 

【日/月】 
3 3 3 

利用者数 

【人/月】 
1 1 1 

確保の方法 

障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、平成３０年度から新たに

実施する事業です。事業の実施にあたっては、既存の児童発達支援事業所

の協力や新規事業所等の参入を促し、必要な見込量を確保します。 
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（４）放課後等デイサービス 

①事業の概要 

(1) 事業の概要 
就学している障害児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向

上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 

(2) 事業担当課  障害者支援課 

 

 ②見込量確保の方法 

項目  平成30年度 平成31年度 平成32年度 

見込量 

利用日数 

【日/月】 
2,762 3,241 3,720 

利用者数 

【人/月】 
154 181 208 

市内事業者数 20 22 24 

確保の方法 

・子育て世代の人口増加に伴って、今後も放課後等デイサービスを利用す

る障害児の増加が見込まれます。十分なサービス提供体制を確保するため

に、既存のサービス提供事業所と関係機関に対する適切な情報提供を図り、

新規参入を積極的に呼び掛けて見込量の確保に努めます。 

 

・各事業所によって提供される支援の質に大きな開きがないように、国の

「放課後等デイサービスガイドライン」に基づき、支援の一定の質を確保

するよう事業所への情報提供とサービスの質の確保への協力を呼び掛け、

質の高い支援体制を確保します。 

 

 

 

（5）保育所等訪問支援 

 ①事業の概要 

(1) 事業の概要 

保育所等の利用中、利用予定の障害児に対して訪問により保育所等にお

ける集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した

利用を促進します。 

(2) 事業担当課  障害者支援課 
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 ②見込量確保の方法 

項目 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度 

見込量 

利用日数 

【日/月】 
6 7 8 

利用者数 

【人/月】 
5 6 7 

確保の方法 

保育所等訪問支援は、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョ

ン）の推進にあたり、非常に大切な事業であることから、事業を実施する

児童発達支援センターつばさを中心に、障害者支援課、子ども家庭部及び

教育委員会が連携し、それぞれが管轄する関係施設等に対して事業の趣旨

について理解を求めるとともに、事業の普及に向けた協力を求めます。 

 

（6）障害児相談支援 

①事業の概要 

(1) 事業の概要 

障害児又はその保護者の状況を考慮し、必要な情報提供や助言、サービ

ス提供事業者等との連絡調整等を行い、障害児支援利用計画を作成し、定

期的なモニタリングを行うものです。 

(2) 事業担当課  障害者支援課 

 

②見込量確保の方法 

項目  平成30年度 平成31年度 平成32年度 

見込量 

利用日数 

【日/月】 
86 107 128 

市内事業者数 8 9 10 

確保の方法 

・流山市地域自立支援協議会を中心に指定障害児相談支援事業者、サービ

ス提供事業者との連携を取りながら、相談支援体制の拡充を図ります。 

 

・障害児通所支援等の事業所に対して積極的に障害児相談支援事業の指定

を受けるよう促し、障害児支援利用計画を作成する担い手の確保に努めま

す。 

 

・児童発達支援センターつばさによる「療育相談」や障害者支援課が実施

する「発達障害講演会及び相談会」を定期的に開催し、保護者等が子ども

の成長や発達等に関する不安を解消するとともに、障害児通所支援等及び

障害福祉サービスの周知に努めます。 
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種　別
ニーズ
見込量
（人）

医療的ケアが必要な児童数

保 育 所 14 (1)　児童発達支援を利用している8人中1人

認 定 こ ど も 園 6 (1)　児童発達支援を利用している8人中1人

幼 稚 園 14 (0)

放課後児童健全育成事業
（ 学 童 ク ラ ブ ）

10 (3)　放課後等デイサービスを利用している4人中1人

 （７） 障害児の子ども・子育て支援等の利用ニーズとその提供体制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ニーズ見込量は、調査回答数に30％～40％増で見込んだものです。 

 

※ 「医療的ケアが必要な児童数」の( )内の数字は、医療的ケアが必要な児童数です。 

医療的ケアは、主に喀痰吸引、導尿、経管栄養等ですが、本調査においては、てんかん、

医療的相談カウンセリングまで含めた回答になっています。 

 

 

   【見込量確保の方法】 

   ○保育所、認定こども園、幼稚園においては、児童発達支援センターや保健センター

等の関係機関と連携を図りながら、受け入れ体制の整備に努めます。 

   ○放課後等児童健全育成事業（学童クラブ）においては、障害のある児童を優先児童

と位置づけており、支援員等の加配や障害児保育に関する研修、施設のバリアフリ

ー化等を通じ、受け入れに努めています。児童発達支援センターや障害児相談支援

事業所、放課後等デイサービス事業所等とも連携を図りながら、受け入れ体制の整

備に努めます。 
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（参考） 

ニーズ調査について 

① 内容： 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)を利用している障害児の保護

者に対し、保育所、幼稚園、認定こども園、放課後児童健全育成事業(学童クラブ)等の

子ども子育て支援に対するニーズの調査を実施。  

② 実施期間：平成29年10月6日(金)から平成29年10月20日(金)まで 

③ 調査方法：アンケート及びヒアリング方式 

④ 回答率： 

 

 

 

 

 

⑤ 調査回答における子ども子育て支援利用希望数（実数）： 

 

 

 

 

 

⑥ 平成29年9月現在の調査に基づく並行通園の利用児数（人）： 

 

 

 

 

⑦ 平成29年9月現在の医療的ケア利用児数（人）： 
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種　別 ニーズ
見込量（人）

保育所 11

認定こども園 5

幼稚園 11

放課後児童健全育成事業（学童クラブ） 7

種　別 人数

保育所 2（人工呼吸器管理、胃瘻増設管理）

児童発達支援 8（酸素吸入管理、胃瘻増設管理、喀痰吸引、経管栄養管理）

放課後等デイサービス 4（人工呼吸器管理、胃瘻増設管理、気管切開管理、てんかん）

種　別
対象児数

（人）

回答数

（人）

回答率

（％）

児童発達支援 146 99 67.8

放課後等デイサービス 129 70 54.2

合　計 275 169 61.4

種　別 保育所 学童クラブ 幼稚園 計

児童発達支援 32 ー 24 56

放課後等デイサービス ー 4 ー 4



 

 

 

 

 

 

 

第４章 

 

施策の展開 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第４章 施策の展開 

本計画では、次世代育成支援行動計画（後期計画）の評価結果や、ニーズ調査、パブリ

ックコメントなどの意見を生かしながら、様々な子育て支援施策を展開します。なお、計

画期間中には、必要に応じて新たな事業も実施し、当該計画を推進します。また、子ども

をみんなで育む計画期間中（平成27年度～平成31年度）に教育・保育事業及び地域子ど

も・子育て支援事業の関連事業を含む、下記の事業を重点的に取り組みます。 

重点的に取り組む事業については、次世代育成支援行動計画（後期計画）における評価

及び取り組み状況、流山市総合計画（後期基本計画）との関係性、市民のニーズや子ども・ 

子育て会議での審議を踏まえ選定し、本章で★をつけて記載しています。 

基本目標 事業番号 事業名 

１  子育てを支援する

地域づくり 

      

 

1 子育て及び家庭教育情報の提供 

2 子育て支援総合窓口事業 

8 保育所 

9 送迎保育ステーション 

10 地域子育て支援センター 

12 幼保一元化 

15 学童クラブ施設 

16 療育施設 

20 ファミリー・サポート・センター 

２ 子どもと母親（保護

者）の健康づくり 

36 乳幼児健康診査 

41 養育支援訪問事業・産褥期ヘルパーの情報提供 

３  子どもが健やかに

成長できる教育環

境づくり 

52 相談・カウンセリング 

55 幼児教育に関する研究・研修 

67 家庭教育講座 

４  子どもの安全を守

る生活環境・体制づ

くり 

83 公園の整備・充実 

86 防犯対策の充実 

93 関係機関、団体との情報交換 

５  男女がともに仕事

と子育てを両立で

きる環境づくり 

106 延長保育 

110 病児・病後児保育 

112 障害児保育 

113 学童クラブの活用 

６  保護が必要な子ど

もへの支援体制づ

くり 

117 虐待に関する相談の充実 

118 児童虐待防止のための連携強化 

119 ひとり親家庭相談 

123 療育指導・機能訓練 



 

 

１ 子育てを支援する地域づくり 
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（3）子育て支援のネッ
トワークづくり 

★20 ファミリー・サポート・センター 

21 子育てグループの支援 

 

基本目標 １ 

子育てを支援する

地域づくり 

（1）情報提供・相談体制
の充実 

（2）地域における子育て
支援サービスの充実 

（4）経済的支援の充実 

★ １ 子育て及び家庭教育情報の提供 

★ ２ 子育て支援総合窓口事業 

３ 子育てガイドブックの発行 

４ 各種相談 

５ 地域子育て相談 

６ 各種相談の連携 

７ 相談担当職員の充実及び適正配置 

★ ８ 保育所 

★ ９ 送迎保育ステーション 

★10 地域子育て支援センター 

11 保育所の多機能化 

★12 幼保一元化 

13 多様な主体が本制度に参入するこ

とを促進するための事業 

14 児童館・児童センター 

★15 学童クラブ施設 

◎ １ 夏休みの学校開放による「子ども 

の居場所づくり」試行事業 

★16 療育施設 

17 市主催事業における託児サービス 

18 家庭的保育事業 

19 赤ちゃんほっとスペース 

22 児童扶養手当 

23 児童手当 

24 特別児童扶養手当 

25 障害児福祉手当 

26 子ども医療費の助成 

27 未熟児養育医療の給付 

28 ひとり親家庭等医療の助成 

29 保育所保育料負担の適正化 

30 実費徴収に係る補足給付を行う事

業 

31  公・私立幼稚園児への就園補助等 

32 特別支援教育就学奨励費補助 

33 就学援助・奨学金 

34 入学準備金の貸付 

   



 

 

（１）情報提供・相談体制の充実 

【現状と課題】 

近年では、核家族化や少子化の進行、地域との関わりの希薄化により、子育てに関

する知識が継承されにくくなっています。そのため、孤立し子育てに不安を抱えてい

る親が増加しています。 

今後は、市民にとって利用しやすい情報の提供や相談体制を充実することが課題と

なっています。                                           

     ■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

★ 

1 

子育て及び家庭
教育情報の提供 

■子育てに関する各種情報・講座・教室の案内等の情報を、
広報や情報誌、ホームページ等で的確に提供するよう努め
ます。 

・「まなびの森」のホームページ公開 
・児童館・児童センター活動パンフレット 
・ホームページの活用 
・子育て支援団体のパンフレットの活用 
・保育所案内 
・子育て広報紙「ひだまりぽかぽか」（隔月）発行 

子ども 
家庭課 

 
公民館 

 
生 涯 
学習課 

 
保育課 

◎改善策 
・ホームページの内容が分かりやすく使いやすくなるように
工夫します。（子ども家庭課） 
・公民館などでのイベント時に配布できるよう手配します。
（公民館） 
・公共施設で行っている講座の情報を更新し、内容を充実さ
せます。（生涯学習課） 
・今後は、内容について精査・工夫し、さらに市民にわかり
やすい情報提供に努めます。（保育課） 

□今後の方向性 
・今後も子育て支援情報の提供を行い、分かりやすく使いや
すい情報提供に努めます。（子ども家庭課） 

・引き続き的確な情報提供に努めます。また、若い親が情報
ツールとすることが多い、携帯電話のインターネット機能
を駆使した情報発信などを視野に、さまざまなメディアを
使って、より的確かつ迅速に子育て情報を提供します。（公
民館） 

・子育て情報を含む生涯学習情報の情報提供を随時受け付け
発信できるよう情報の拡充に努めます。（生涯学習課） 

・今後も市民にとって、分かりやすく使いやすい子育て情報
の提供に努めます。（保育課） 

 

 

 

 

 

 

62  



 

 

事業名 事業内容 担当課 

★ 

2 

子育て支援総合
窓口事業 

■子どもや保護者が、幼稚園や保育所、認定こども園等の施
設や地域の子育て支援事業を円滑に利用できるように、情
報の収集・提供を行い、必要に応じて相談・助言をすると
ともに、関係機関との連絡調整を行います。 

子ども 
家庭課 

◎改善策 
・市役所窓口だけではなく、支援センター等に出向いて、相
談に応じる機会を増やすように努めます。 

□今後の方向性 
・平成27年度に新設することから、各関係機関との連携や
情報収集を行い、市民のニーズに応じた子育て支援メニュ
ーを提供することに努めます。 

3 
子育てガイドブ
ックの発行 

■子育てに関係する様々な情報を提供し、子育て家庭を支援
するため、「子育てガイドブック」を発行します。 

子ども 
家庭課 

◎改善策 
・子育てガイドブックをリニューアルし、子育てマップを挟
み込み、カラーで分かりやすい情報提供に努める。 

□今後の方向性 
・今後も継続して最新の子育て情報の提供に努めるべく、毎
年度「子育てガイドブック」を作成します。 

４ 各種相談 

■育児相談、児童相談、教育相談など、各種相談事業を充実
させます。 

・家庭児童相談 
・ことばの相談 
・教育相談 
・療育相談 
・スクールカウンセラーの配置 
・子育てサロンにおける相談 

子ども 
家庭課 

 

公民館 

 

指導課 

 

児童発
達支援
センタ
ー 

□今後の方向性 
・今後も継続して事業を実施します。特に、近年急増してい
る児童虐待に関する相談を通じて、関係機関と連携を図り
ながらその防止に努めます。（子ども家庭課） 

・生涯学習専門員、助産師、保健師など、専門家が参加した
異世代交流の場の提供などを通して、より気軽に相談でき
るように図ります。（公民館） 

・継続して支援が必要なケースもあり、相談件数も増加傾向
のため、今後も継続して相談体制の充実に努めます。（指
導課） 

・障害の早期発見、早期支援に努めるため、療育相談事業を
継続します。（児童発達支援センター） 

５ 
 
地域子育て相談 

■保護者が子育ての悩みなどを気軽に相談できるよう、地域
子育て支援センターを核として、保育所等を有効に活用
し、相談体制の充実に努めます。 

子ども 
家庭課 

 

保育課 ◎改善策 
・今後も引き続き、市内各保育所等にて、入所児童及び園開
放等で来所した保護者に、子育ての悩み等の相談に応じて
いく。（保育課） 

□今後の方向性 
・子育て相談を継続し、保護者の育児に関する不安の軽減に
努めます。（子ども家庭課） 

・市内各保育所等において子育て相談をしやすくなるよう地
域との交流に努めます。（保育課） 
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事業名 事業内容 担当課 

 
６ 

 

各種相談の連携 

■各種相談窓口と保健所、児童相談所、民生・児童委員、地
域子育て支援センターや保育所、学童クラブなど関係機関
等との連携の強化を図ります。また、関係機関によるケー
ス検討会議を開催します。 

・ケース検討部会（定例部会、臨時検討会議） 

子ども 
家庭課 

 
児童発
達支援
センタ
ー 
 

健 康 
増進課 

 
保育課 

 
教 育 
総務課 

 

◎改善策 
・今後も、的確に情報を把握し、個別ケース会議を開催しま
す。（子ども家庭課） 

・ケース検討会議は、事前に各機関が持つ情報を整理、共有
したうえで実施します。（健康増進課） 

□今後の方向性 
・要保護児童に対する支援は、今後ますます重要性が増すこ
とが考えられるため、引き続き連絡会議を開催し、各種相
談の連携に努めます。（子ども家庭課） 

・平成27年４月から運営する児童発達支援センターにおい
て、関係機関等との協力により児童の支援方針を決定する
など、今後も障害児及びその保護者からの相談を継続しま
す。（児童発達支援センター） 

・今後も、対象児への支援と相談体制づくりに努めます。ま
た、それ以外の相談においても、関係部署と連携を取りな
がら、必要に応じ今後も検討会を開催していきます。（健
康増進課） 

・今後も、公立保育所所長会議、民間保育所協議会を活用し
て情報を共有し、緊急時に速やかに対応ができるよう関係
機関との連携を強化します。（保育課） 

・学童クラブ指定管理者連絡協議会及び小学校・学童クラ
ブ・教育総務課の三者協議を活用して情報を共有し、緊急
時に速やかに対応できるよう関係機関との連携を強化し
ます。（教育総務課） 

7 

相談担当職員の
充実及び適正配
置 

■保護者の子育て相談に的確に対応できるよう、相談担当職
員の知識・能力の向上を図るとともに、職員の適正配置に
努めます。 

子ども 
家庭課 

 
児童発
達支援
センタ
ー 
 

健 康 
増進課 

 
保育課 

◎改善策 
・引き続き、研修会に積極的に参加し、的確に保護者等のニ
ーズに努めます。（子ども家庭課） 

・健診後の全体での情報共有及び事例検討後、専門職ごとの
カンファレンスを行い、より詳しい事例検討を行い、スキ
ルを高めます。（健康増進課） 

・今後も県及び関係機関が実施する各種研修に参加し、保育
士の資質向上に努めます。（保育課） 

□今後の方向性 
・各種相談に対する即応体制を確保し的確なニーズ対応を図
るため、事業を継続します。（子ども家庭課） 

・医師などの専門家による療育相談を行い、相談支援専門職
員によりサービス利用計画等を作成し、事業を実施してい
きます。（障害者支援課） 

・今後も事業を継続し、職員だけでなく臨時職員も含めた相
談担当者の知識及び能力の向上に努めます。（健康増進課） 

・研修等を活用し、保育士の資質向上に努めます。（保育課） 
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（２）地域における子育て支援サービスの充実 

【現状と課題】 

女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加等により、保育サービスや学童クラブなど

の子育て支援に関するニーズが高まっています。 

全ての子育て家庭を社会全体で支援していくために、利用者のニーズを踏まえた多

様な子育て支援サービスの充実が求められています。 

新規に、「夏休みの学校開放による「子どもの居場所づくり」試行事業」を実施しま

す。 

      ■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

★ 

８ 
保育所 

■保育需要は、おおたかの森地区及び南流山地区の開発の状
況を踏まえ、増加を続けることから、待機児童解消のため、
保育所の適正な配置に努めます。 

子ども
家庭課 

 
保育課 ◎改善策 

・待機児童を解消するために、認可保育所や小規模保育事業
所を整備します。また、保育の質の向上に努めます。（子ど
も家庭課・保育課） 

□今後の方向性 
・おおたかの森地区や南流山地区の整備を進めるとともに、
将来の保育需要が減少することも想定し、高齢者施設等他
の施設への転換も念頭に置き、施設整備を進めます。 

★ 

９ 

送迎保育ステー
ション 

■送迎保育ステーションを利用し、市内の保育所まで送迎す
ることにより、保育所利用者の利便性の向上を図ります。 

保育課 

◎改善策 
・認可保育所の新設に伴い、今後も本事業のニーズが増え続
けることから、今後も安全に児童の送迎ができるような体
制を維持していきます。 

□今後の方向性 
・本事業は待機児童解消策の手法の１つであり、保育需要の
状況を踏まえ、事業の継続を研究していきます。     

★

10 

地域子育て支援
センター 

■子育てに関する相談、情報の提供、子育てグループの支援
や各種サービスの提供など、子育て家庭を総合的に支援す
る地域子育て支援センターを充実します。 

子ども 
家庭課 

◎改善策 
・保育所に併設していない子育て支援センターの設置を検討
します。 

□今後の方向性 
・今後もサービスの充実を図ります。また、子育て支援セン
ターの職員研修を継続し、職員の質の向上に努めます。 

11 
保育所の多機能
化 

■身近な場所で子育てに関する相談や育児講座、子育て中の
親の交流などを行う拠点として、園開放の回数を増やす等、
保育所等の多機能化を推進します。 

保育課 

◎改善策 
・今後も継続して園開放等を行い、さらに回数を増やす等子
育て中の保護者及び児童との交流を積極的に図ります。 

□今後の方向性 
・今後も園開放等を推進し、ニーズに応じた保育サービスの  
 充実に努めます。 
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事業名 事業内容 担当課 

★

12 
幼保一元化 

■幼稚園と保育所の内容接近化が求められる中、幼保―元化
施設の設置を進めていきます。 

子ども 
家庭課 

 
指導課 

 
保育課 

◎改善策 
・引き続き、幼稚園等に認定こども園への移行を働きかけま
す。（子ども家庭課） 

□今後の方向性 
・教育と保育の両方のニーズに対応できるよう、今後の子育
て支援を向上させる施策として、認定こども園の整備を進
めます。（子ども家庭課・保育課） 

・幼児教育支援センターにおいて引き続き、今後も国の動向
を見ながら、幼保小関連教育の研究を進めています。（指導
課） 

13 

多様な主体が本
制度に参入する
ことを促進する
ための事業 

■特定教育・保育施設等への民間事業者の参入、多様な事業
者の能力を活用した設置・運営を促します。 

子ども 
家庭課 
 
保育課 

◎改善策 
・今後も国の動向をみながら、事業者の意向を確認していき
ます。（子ども家庭課・保育課） 

□国の動向及び市内の事業者の意向を踏まえて検討します。
（子ども家庭課・保育課） 

 

14 
児童館・児童セ
ンター 

■地域における子どもの健康の増進と情操を育むため、児童
館・児童センターを設置しています。 

子ども 
家庭課 

 
 

□今後の方向性 
・子育て支援の拠点として、幼児活動、相談事業、遊びの指
導に努めます。 

★

15 
学童クラブ施設 

■放課後の留守家庭の児童の健全な育成を図るため、学童ク
ラブの充実を図ります。 

教 育 
総務課 

 ◎改善策 
・今後も継続して、新たな施設の整備や学校教室を活用する
ことで、需要の増加に対応します。 

□今後の方向性 
・学童需要が大幅に増加する中で、安全な保育が提供できる
環境を整備していきます。 

新 

１ 

夏休みの学校開
放による「子ど
もの居場所づく
り」試行事業 

■学校の夏休み期間、保護者が就労等で家を留守にする家庭
の小学生に対して、学校施設の一部を使用し、試行的に夏
休みの子どもの居場所として提供します。 

公民館 

□今後の方向性 
・試行事業を通じて課題等を分析し、継続拡大について検討
します。 

★

16 
療育施設 

■障害のある児童の自立支援のため、児童発達支援センター
の充実を図ります。 

児童発
達支援
センタ
ー 

□今後の方向性 
・療育施設の充実のため、つばさ学園を平成27年４月から児
童発達支援センターとして位置付けます。 

17 

市主催事業にお
ける託児サービ
ス 

■乳幼児のいる親が、各種講座等、市の主催する事業へ参加
できるよう、開催場所において、一時保育等の託児サービ
スを推進します。 

公民館 
 

子ども 
家庭課 □今後の方向性 

・引き続き安全な託児を心がけ、子育て中の保護者が安心し
て講座へ参加できるよう努めます。（公民館） 

・保育ボランティアの派遣を通して、市の主催事業への参加
を支援します。（子ども家庭課） 
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事業名 事業内容 担当課 

18 家庭的保育事業 

■両親の就労等で保育に欠け、かつ、保育所に入所できない
３歳未満児を、市が認定した家庭的保育事業者が居宅で保
育します。 

子ども
家庭課 

□今後の方向性 
・新制度における位置付けが明確になったため、今後、保育
所整備を進めるとともに、保育者の確保に努めます。 

19 
赤ちゃんほっと
スペース 

■安心して赤ちゃんと外出できるよう、オムツ替えや授乳等
が気軽にできる場所（施設）を提供するため、保育所や児
童館・児童センターなどの公共施設を中心に「赤ちゃんほ
っとスペース」を設置します。また、「赤ちゃんほっとスペ
ース」以外の施設でも子ども連れの親に配慮した施設整備
を進めます。 

子ども 
家庭課 

□今後の方向性 
・子ども連れの親が気兼ねなく外出できるよう、今後も市内
各施設への設置や設置についての周知を促進します。 

 

 

（３）子育て支援のネットワークづくり 

【現状と課題】 

核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育てに関する親族や知人の協力を得

ることが難しく、家庭における育児の負担が重くなっています。 

安心して子育てができるために、地域の子育て中の親同士が交流できる機会の提供

や、ＮＰＯ等との協働による子どもの預かりなどの子育て支援を充実していくことが

求められています。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

★

20 

ファミリー・サポ
ート・センター 

■仕事と育児の両立のため、育児を必要とする市民が、育児
を提供できる市民から、子育て支援を受けられるファミリ
ー・サポート・センター事業を推進します。 

子ども 
家庭課 

◎改善策 
・提供会員確保のため、１日研修会を開催します。 

□今後の方向性 
・仕事と家庭の両立支援に関する援助を推進するため、今後
も継続して、事業の推進に努めます。 

21 
子育てグループ
の支援 

■地域子育て支援センターや身近な児童館、児童センターな
どを利用し、子育てグループの支援の強化に努めます。 

子ども 
家庭課 

◎改善策 
・引き続き、子育てグループの支援を行うとともに、子育て
支援に関心のある方々や子育て支援員研修修了者などが地
域で活動を行う際に支援します。 

□今後の方向性 
・今後も乳幼児グループの活動を支援し、親同士の交流を促
進します。また、子育て支援に関心のある方々のネットワ
ークづくりを支援します。 
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（４）経済的支援の充実 

【現状と課題】 

少子化の進行の原因のひとつとして、経済的な理由が挙げられます。子どもが生ま

れてから社会人になるまでにかかる教育費等の子育て費用が大きな不安になっていま

す。 

多くの家庭が安心して子どもを産み育てていけるよう、子育て世帯の経済的負担を

軽減することが課題となっています。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

22 児童扶養手当 

■離婚、死亡等により、父又は母と生計が同じでない18歳ま
での児童（18歳を迎えた最初の３月31日までの児童）を
養育している方の生活の安定と自立を促進するため、当該
家庭に支給します。 

子ども 
家庭課 

□今後の方向性 
・引き続き手当の支給を行います。 

23 児童手当 

■家庭生活の安定と児童の健全な育成を図るため、中学校３
年生までの児童を養育している方に支給します。 

子ども 
家庭課 

□今後の方向性 
・引き続き手当の支給を行います。 

24 
特別児童扶養手
当 

■20歳未満の心身に障害のある児童を監護している親、ある
いは養育者に支給します。 

障害者 
支援課 

□今後の方向性 
・引き続き手当の支給を行います。 

25 障害児福祉手当 

■20歳未満で心身に重度の障害があり、障害の程度が基準を
満たす児童に支給します。 

障害者 
支援課 

□今後の方向性 
・引き続き手当の支給を行います。 

26 
子ども医療費の
助成 

■中学校３年生までの子どもが病気などで保険診療を受けた
場合、その医療費の一部を助成します。 

子ども 
家庭課 

□今後の方向性 
・今後も中学生までの通院・入院に対する医療費の助成を継
続します。なお、自己負担金の無料化については、県補助
金の拡大など市の財政状況等を勘案し検討します。 

27 
未熟児養育医療
の給付 

■乳児及び保護者の保健衛生の向上を図るため、入院養育が
必要な未熟児に対して医療給付を行います。 

子ども 
家庭課 

 
健 康 
増進課 

□今後の方向性 
・引き続き事業を実施し、未熟児及びその家庭を支援します。
（子ども家庭課）（健康増進課） 

28 
ひとり親家庭等
の医療費の助成 

■18歳までの児童（18歳を迎えた最初の３月31日までの児
童）を養育する母子、父子家庭等及びその児童が、医療費
の保険給付を受けた場合、その自己負担額の一部を助成し
ます。 

子ども 
家庭課 

□今後の方向性 
・今後も本事業を継続して実施します。本事業の現物給付化
については、市単独ではなく、子ども医療費助成制度と同
様県下市町村と歩調を合わせて実施することを前提に検討
します。 
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事業名 事業内容 担当課 

29 
保育所保育料負
担の適正化 

■保護者等が適正な負担となるよう、低所得世帯等に配慮し
た、保育料の適正化を図ります。 

保育課 

□今後の方向性 
・今後も継続して安定的な保育所運営を行うために適正な保
育料を設定し、保護者の負担増だけにならないよう検討し
ます。 

30 

実費徴収に係る
補足給付を行う
事業 

■保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施
設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他教
育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参
加に要する費用等を助成します。 

子ども 
家庭課 
 
保育課 

◎改善策 
・国や近隣市の動向をみながら、必要に応じて、補足給付を
検討します。 

□国の動向を勘案しながら、利用者の負担軽減に努めていき
ます。（子ども家庭課・保育課） 

31 
公・私立幼稚園児
への就園補助等 

■３、４、５歳児を幼稚園に通園させている保護者に対し、
就園奨励費・園児補助金を支給します。また、授業料等減
免措置を行います。 

保育課 

□今後の方向性 
・今後も引き続き保護者の負担軽減を図るため、助成措置を
継続します。なお、園児補助金については、他市の状況等
を踏まえながら額の改定を検討します。また、今後も事業
の継続を図り、生活保護世帯、市民税非課税世帯及び市民
税所得割非課税世帯又は、小学校３年生以下の児童もしく
は、２人以上の園児がいる世帯については、授業料等の減
免措置を行います。 

32 
特別支援教育就
学奨励費補助 

■特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者に対して、就
学奨励事業を行います。 

学 校 
教育課 

 □今後の方向性 
・今後も事業の継続を図り、特別支援学級へ就学する児童・
生徒の保護者（申請に係る世帯の所得状況に応じて支給制
限あり）の経済的負担を軽減するため、特別支援学級への
就学のために必要な経費の一部を助成します。 

33 就学援助・奨学金 

■経済的理由により就学困難と認められる児童・生徒の保護
者への援助を行います。 
高等学校等に在学する生徒で、学費の支払いが困難な生徒
に奨学金の給付を行います。 

教 育 
総務課 

 
学 校 
教育課 □今後の方向性 

・国における「高等学校等就学支援金」制度が行われている
ため、今後については、検討していきます。（教育総務課） 

・今後も事業の継続を図り、経済的理由により就学困難と認
められる児童・生徒の保護者に対して、流山市就学援助規
則に則り、学用品費や給食費などの援助を行います。 

（学校教育課） 

34 
入学準備金の貸
付 

■高等学校等に入学を希望する保護者に、無利子で貸付しま
す。 

教 育 
総務課 

 □今後の方向性 
・今後も入学準備金の貸付について、市のホームページや広
報紙により情報提供に努めるとともに、入学準備金の調達
が困難な保護者に対し、教育の機会均等を図ります。 



 

 

２ 子どもと母親（保護者）の健康づくり 
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基本目標 ２ 

子どもと母親（保護 

者）の健康づくり 

（1）子どもや母親の健康
の確保 

（2）食育の推進 

（3）思春期保健対策の 
充実 

（4）小児救急医療の充実 

◎ 2  妊娠・出産・子育てサポート事業 

35 母子健康教育 

★36 乳幼児健康診査 

37 母子健康相談 

38 母子訪問指導 

39 健診後のフォロー体制づくり 

40 予防接種 

★41 養育支援訪問事業・産褥期ヘルパー

の情報提供 

42 食に関する講座・体験学習 

43 食育指導・情報提供 

44 乳幼児の食生活指導 

45 栄養相談・栄養指導 

46 思春期相談体制の充実 

47 学校保健と地域保健の連携強化 

48 性と生の教育の充実 

49 救急医療体制の充実 



 

 

（１）子どもや母親の健康の確保 

【現状と課題】 

全ての子育て家庭が安心して子どもを産み育てるためには、子どもや母親の健康の

確保が重要であり、妊娠や出産期、乳幼児期までの健康診査や訪問指導が重要です。 

また、女性にとって短期間に大きな心身の変化が起こる妊娠や出産期は、不安が大

きいことから、両親学級や育児に関する助言を行い、精神的な負担を軽減することも

大切です。今後も子どもや母親に対する相談体制や支援体制を充実させる必要があり

ます。 

新規に、「妊娠・出産・子育てサポート事業」を実施します。 
 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

新 

２ 

妊娠・出産・子育
てサポート事業 

■妊娠や子育てに関する不安、孤立化等からの相談件数も増
えている本市の現状を踏まえ、安心して妊娠・出産・子育
てができるよう、母子健康手帳交付時やその後の電話や訪
問時に、保健師などによる面接を強化します。心身に不安
を抱える方には、妊娠期から出産・産後・子育て期までの
支援計画を作成し、他機関と連携しながら妊産婦をケアサ
ポートする「切れ目のない支援体制」を構築します。 

 また、出産後、心身の不調や育児不安のある母子に対し、
母体及び乳児のケア・育児サポートなどを行う「産後ケア」
を医療機関などに委託し実施します。 

健 康 
増進課 

□今後の方向性 
・児童福祉分野の支援拠点と両輪の支援体制を構築します。 

35 母子健康教育 

■妊産婦、乳幼児の健康の保持増進の支援を行います。また、
「命の大切さ」をテーマとした思春期教育を実施します。 

・妊婦一般健康診査  
・ハローベイビー（両親学級） 
・むし歯予防教室 
・離乳食教室 

健 康 
増進課 

◎改善策 
・妊娠期からの知識の普及については、医療機関等が、土日
等に開催する教室や講座を共催・後援し、多くの方に知識
の普及が行えるよう、開催について周知します。 

□今後の方向性 
・今後も事業を継続し、妊娠期からの知識の普及や、安全安
心な出産と育児のための支援及び、父親の育児参加を促進
する事業の実施に努めます。 
妊娠期から関わりを持つことで、必要な方への継続的な支
援を図るとともに、出産後は、乳幼児に食生活や歯科など
に関する事業を実施し、母子への支援を行っていきます。 
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事業名 事業内容 担当課 

★

36 
乳幼児健康診査 

■定期健康診査により、疾病や発達障害の早期発見と予防に
努めます。また、子育て情報の提供により、子育て中の親
の孤立化を防ぎます。 

・乳児一般健康診査（３～６か月児、9～11か月児） 
・３か月児、１歳６か月児、３歳児健康診査 

健 康 
増進課 

◎改善策 
・医師会の協力を要する休日の乳幼児健康診査の実施は現状
困難ですが、1歳6か月児・3歳児健康診査での、安全性の
確保及び待ち時間を少なくするための対応等について検討
していきます。 

□今後の方向性 
・今後も事業を継続し、疾病や発達障害の早期発見及び情報
の提供を含めた子育て支援に努めます。また、各乳幼児健
康診査の未受診者に対する訪問等により、把握した情報に
ついて、各関係機関との共有と連携を図っていきます。 

37 母子健康相談 

■育児、栄養、運動、歯等、健康なライフスタイルの確立と
母子への支援を図るため、いつでも気軽に相談できる体制
づくりに努めます。 

・育児相談 
・健康相談 

健 康 
増進課 

◎改善策 
・育児相談については、対象者の増加に伴い、開催回数の増
加等、事業内容の見直しを行っていきます。また、継続し
た支援体制について検討していきます。 

□今後の方向性 
・今後も事業を継続し、子どもの健康について、いつでも気
軽に相談できる体制づくりに努め、乳幼児健康診査後の確
認を含めた、母子への支援を行います。 

38 

 
母子訪問指導 

■訪問指導によって、妊娠、出産、育児の不安の解消を図り、
健康の保持、増進に努めます。特に、若年及び高齢妊産婦
への支援を図ります。 

・妊産婦、新生児訪問指導  
・乳幼児訪問指導 

健 康 
増進課 

◎改善策 
・今後も新生児・低体重児連絡票で妊産婦新生児訪問を希望
していただけるよう妊娠中からの周知に努めます。妊産
婦・新生児訪問と乳児家庭全戸訪問により、全数把握に努
め、支援が必要な方に対しては、早期に支援を行います。 

□今後の方向性 
・今後も訪問指導により、健康の保持や育児不安等の解消を
図り、支援の必要な対象者を早期に把握し、養育支援訪問
事業等、他の事業と連携をとりながら継続的支援に努めま
す。 
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事業名 事業内容 担当課 

39 
健診後のフォロ
ー体制づくり 

■発達等、心配のある乳幼児への専門的アドバイスと、適切
な対応を図ります。 

・発達・健康・心理相談  
・幼児グループ指導 
・乳幼児ケース検討 

健 康 
増進課 

◎改善策 
・今後も、関係職種と情報共有し、支援を要する対象児に対
し、適切な時期に支援を行います。 

□今後の方向性 
・今後も、各乳幼児健康診査・おやこ相談・幼児グループ等
の場で関係職種と情報共有し、支援を要する対象児に対し、
適切な時期に支援を行います。 

40 予防接種 

■予防接種による疾病予防の啓発普及に努めるとともに、接
種率の向上に努めます。 

健 康 
増進課 

◎改善策 
・今後も接種率の向上のため、乳幼児健康診査や訪問指導、
就学時健診の際に予防接種による疾病予防の啓発普及に努
めます。 

□今後の方向性 
・今後も事業を継続し、未接種者への個別通知など効果的な
接種勧奨に努め、接種率を確保します。 

★

41 

養育支援訪問事
業・産褥期ヘルパ
ーの情報提供 

■産後、育児負担を抱える家庭や家庭のサポートが得られな
い等、支援を要する家庭に適切なサービスの情報を提供し
ます。 

健 康 
増進課 

 
子ども 
家庭課 

◎改善策 
・産後の入院についてはH29年10月より、支援の必要な方
に対して、産後ケア事業を実施します。妊娠・出産・子育
てサポート事業により、妊娠期から出産後の支援体制づく
りに努めます。（健康増進課） 

・引き続き、産後不安を抱える家庭に産褥ヘルパーの紹介を
行うとともに、不安を解消できるように相談に応じます。
（子ども家庭課） 

□今後の方向性 
・今後も事業を継続しますが、支援体制の見直しを関係機関
と行い、事業の充実を図ります。（健康増進課） 

・引き続きホームヘルプサービスを行う事業所の紹介を行い
ます。（子ども家庭課） 
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（２）食育の推進 

【現状と課題】 

近年、家族構成やライフスタイルの多様化が進み、私たちの食生活をめぐる環境も

変化してきています。健康的な生活を送るためには、乳幼児期から食習慣を身につけ、

食に関する正しい知識を得ることが大切です。 

今後も食に関する情報や食生活の定着を図る機会を提供していくことが求められて

います。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

42 
食に関する講座 
・体験学習 

■生涯にわたる健康の維持・増進のため、適切な食生活の習
慣を身につけられるよう、各種の講座や教室の充実を図り
ます。 

・親と子の食生活共同体験学習の開催 
・親と子の食セミナーの開催 
・親子クッキング、給食参観 
・健康づくり推進員の活動の支援 

公民館 
 

健 康 
増進課 

 
保育課 

□今後の方向性 
・地元で作られる野菜などの食材を活かした食育体験等、地
場産業の振興と健康づくりを兼ねた講座の展開に努めま
す。（公民館） 

・今後も事業を継続し、ハローベイビー（両親学級）や、親
子クッキングを通して、栄養についての知識の普及や、食
育の充実を図ります。また、今後も健康づくり推進員の活
動を支援していきます。（健康増進課） 

・今後も給食参観を通じて、保護者に給食を体験する機会を
設けます。（保育課） 

43 
食育指導・情報提
供 

■保育所、学校など様々な場や機会を通して、子どもが望ま
しい食習慣を身につけ、心身の健やかな発達ができるよう、
食に関する教育を推進します。また、食に関する教育や情
報の提供について、保健センター、保育所、学校等関係機
関の連携を強化し、総合的な取組を推進します。 

健 康 
増進課 

 
学 校 
教育課 

 
保育課 

◎改善策 
・特別活動や学年集会等でも食育活動を行っていきたい。ま
た、給食だよりやＨＰなどを使い、家庭にも情報発信し、
家庭との連携も深めていきたい。（学校教育課） 

□今後の方向性 
・今後も市関係機関と連携し、望ましい食生活が送れるよう
事業の推進に努めます。（健康増進課） 

・引き続き事業を実施します。（学校教育課） 
・地産地消の観点から、地元の野菜を増やし、食育の推進を
図ります。（保育課） 
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事業名 事業内容 担当課 

44 
乳幼児の食生活
指導 

■乳幼児が適切な食習慣を身につけるとともに、むし歯を予
防するため、保護者を対象にして、離乳食の進め方や、調
理実習、歯磨きの指導などを行います。 

・もぐもぐ教室（離乳食初期） 
・カムカムキッズ（離乳食後期） 
・むし歯予防教室 
・乳幼児健診の場を通じた情報提供 

健 康 
増進課 

◎改善策 
・周知方法として、広報以外に市ホームページに掲載してい
ます。また、乳児家庭全戸訪問及び新生児訪問で日程表を
配布しています。 

□今後の方向性 
・今後も事業を継続し、保護者に対し、分かりやすい指導内
容やその実施体制づくりに努めます。 

45 
栄養相談・ 
栄養指導 

■乳幼児健診や乳幼児相談において、栄養士による相談及び
乳幼児の家庭での食事を通した健康づくりを支援します。 

健 康 
増進課 

 
保育課 

□今後の方向性 
・今後も事業を継続し、健康的な食習慣を身につけ心身の健
やかな発達ができるよう、支援に努めます。（健康増進課） 

・アレルギー等の乳幼児に対し、個別相談を行い、適切な給
食を提供するなど、事業の継続に努めます。（保育課） 
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（３）思春期保健対策の充実 

【現状と課題】 

思春期は子どもから大人へと身体的・精神的に成長していく過程です。そのため、

精神的な悩みを抱える子どもが多く、子どもに対する相談・支援体制を充実させてい

くことが求められています。 

今後も相談窓口の周知や学校をはじめとした関係機関との連携を強化していくこと

が重要です。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

46 
思春期相談体制
の充実 

■学童期、思春期における悩みや性の問題について、電話相
談の実施など相談体制の充実を図ります。 

子ども 
家庭課 

 
生 涯 
学習課 

 
指導課 

 
学 校 
教育課 

 
健 康 
増進課 

◎改善策 
・電話相談窓口について今後も広報します。（生涯学習課） 
・中学校での性教育の教材化を図る中で、引き続き周知して
いきます。（学校教育課） 

・松戸健康福祉センターの思春期保健相談については、今後
もチラシを設置し、必要に応じて案内を行います。また、
健康教育の中で、相談窓口のひとつとして保健センターが
あることを引き続き周知していきます。（健康増進課） 

□今後の方向性 
・引き続き学童期や思春期における悩みの解決に向けての取
組みを継続します。（子ども家庭課） 

・「青少年相談」の充実に努めます。（生涯学習課） 
・今後も継続して相談体制の充実に努めます。（指導課） 
・今後も事業の継続を図り、思春期の相談活動の充実に努め
ます。松戸健康福祉センターの思春期相談事業の積極的活
用も図ります。（学校教育課） 

・今後も相談体制を維持し、松戸健康福祉センターと連携を
取り、思春期相談についての情報を提供します。（健康増進
課） 

47 
学校保健と地域
保健の連携強化 

■学校保健や地域保健等の情報の共有化及び一元化を図る会
議を開催します。 

・思春期心と体の健康づくり連絡会議 
・学校保健の研修会 

学 校 
教育課 

 
健 康 
増進課 ◎改善策 

・保健師等との連携により、指導の充実をさらに図ります。
（学校教育課） 

・学校保健主事部会への参加を継続することで、学校保健と
地域保健との連携を強化していきます。（健康増進課） 

□今後の方向性 
・今後も生活習慣病のみならず、薬物乱用、喫煙防止、飲酒
防止、体の発育に関する指導において、各関係機関との連
携をはかり、充実に努めます。（学校教育課） 

・今後も事業を継続し、学校が実施する保健活動に積極的に
協力し、アンケート結果を踏まえた事業内容の充実を図り
ます。（健康増進課） 
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事業名 事業内容 担当課 

48 
性と生の教育の
充実 

■自分を大切に、健康に生きるための学習を、保護者を対象
に講座を開催します。 

公民館 

□今後の方向性 
・生命の大切さ、性の大切さを訴え、自分の心も身体も、そ
して他者も大切にする人権意識の啓発などを目標に、学校、
家庭との連携に努めます。 

 

 

（４）小児救急医療の充実 

【現状と課題】 

乳幼児期は急病やケガ・事故などが起こりやすい時期です。安心して子育てをする

ためには、小児救急医療体制の充実が不可欠です。 

ヒアリング調査でも「救急医療の情報がわかりづらい」「休日夜間救急の充実」「近

隣市との医療連携」などの声がありました。 

今後も小児救急医療について、県や近隣の市町村及び関係機関との連携の下に、積

極的に取り組むことが課題となります。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

49 
救急医療体制の
充実 

■関係機関との協議による小児救急を含めた初期医療体制を
充実整備していきます。 

健 康 
増進課 

◎改善策 
・小児科の充実及び夜間対応時間の延長については、小児医
師不足等により、難しい課題ですが、医師会と共有する課
題であるため、医師会とともに対応を検討します。 

□今後の方向性 
・今後も継続して救急患者の受け入れ先の確保に努めます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  77 



 

 

３ 子どもが健やかに成長できる教育環境づくり 
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基本目標 ３ 

子どもが健やかに 

成長できる教育 

環境づくり 

（3）教育環境の充実 

（1）子どもの人権の 
擁護 

（2）次代の親の育成 

54 保育士研修 

◎ ３  子育て支援員研修 

★55 幼児教室に関する研究・研修 

56 心の教育 

57 環境教育 

58 国際社会への対応 

59 情報化社会への対応 

60 特別支援教育 

61 世代間交流 

62 体験学習の推進 

◎ 4  絵本のふれあい体験の支援 

63 文化・芸術活動の支援 

64 各種スポーツ・レクリエーション

大会・教室 

65 学童クラブと保育所の交流 

66 私立幼稚園への支援 

（5）地域活動の充実 

（6）子どもを取り巻く有
害環境対策の推進 

50 子どもの権利条約・児童憲章の 

周知・啓発 

51 指導者の育成 

★52 相談・カウンセリング 

53 小・中学生職場体験学習 

74 青少年相談 

75 街頭補導活動 

76 有害図書等の調査 

77 青少年ふれあい運動 

78 青少年主張大会 

79 非行防止活動等ネットワーク 

づくり 

80 青少年育成会議への活動支援 

（4）家庭の教育力の 
向上 

★67 家庭教育講座 

68 子育てサロン 

69 地域子ども活動の支援 

70 ボランティアの育成・推進 

71 少年スポーツ団体の育成 

72 児童館・児童センターの活用 

73 学校体育施設の利用 

 



 

 

（１）子どもの人権の擁護 

【現状と課題】 

近年、子どもに対するいじめや虐待が年々増加しています。 

全ての子どもの権利が保障され、一人ひとりの子どもが健やかに生まれ育つ街とし

て、児童の権利に関する理念の普及や啓発活動の促進と相談体制の充実が求められて

います。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

50 

子どもの権利条
約・児童憲章の周
知・啓発 

■児童の個性と権利を尊重するという考え方を社会に普及、
定着させるため、児童の権利に関する理念の普及、啓発に
努めます。 

・パンフレットの発行 

子ども 
家庭課 

 
指導課 

 
障害者 
支援課 

□今後の方向性 
・引き続き、所管の刊行物に記事を掲載し、子どもの権利条
約や児童憲章の理念の普及に努めます。（子ども家庭課） 

・人権週間等で意識を高めるだけでなく、子どもの権利や人
権意識の定着のため今後も周知･啓発に努めます。（指導課） 

・児童の個性と権利を尊重するという考え方を普及、定着さ
せるため、今後も周知、啓発に努めます。（障害者支援課） 

51 指導者の育成 

■子どもの権利の尊重の理念を定着するため、指導者の研
修・研究会を通じて指導者を育成します。 

指導課 

□今後の方向性 
・人権に関する研修を更に進めるため、また、教職員･保護者
等の人権意識の高揚を図るためにも、指導者の育成に積極
的に努めます。 

★

52 

相談・カウンセリ
ング 

■児童・生徒・保護者がいろいろな問題について気軽に相談
したり、カウンセリングが受けられるよう、相談事業の充
実を図るとともに、関係機関との連携を強化します。 

・スクールカウンセラーの配置  
・家庭児童相談  
・母子・父子家庭相談  
・不登校児童・生徒への学習支援（教育支援センターフレン
ドステーション） 

・いじめホットライン 

子ども 
家庭課 

 
指導課 

 
生 涯 
学習課 

 
 ◎改善策 

・支援・相談体制の充実に努めます。（指導課） 
・「青少年相談」の充実に努めます。（生涯学習課） 

□今後の方向性 
・引き続き、関係機関と連携を図りながら相談者の不安や悩
みの解消に努めます。（子ども家庭課） 

・今後も継続して支援・相談体制の充実を図ります。（指導課） 
・「青少年相談」の充実に努めます。（生涯学習課） 
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（２）次代の親の育成 

【現状と課題】 

現在の少子化社会の背景には、女性の就業率の上昇等による晩婚化や、仕事と家庭

の両立を支援する社会制度の不備等が考えられます。一方、結婚して家庭を築き、そ

して子どもを産み育てることに対する価値観が国民の間で共有されていないことも、

大きな要因として考えられます。 

そのため、子育て中の親はもちろんのこと、これから親となる人たちに子どもを産

み育てることの意義を広めることが必要です。 

また、小・中学生や高校生など将来親となる世代に対して、子どもと触れ合う機会

の提供を通じて子育ての大切さなどを教えていくことが必要です。 

今後も保育所、幼稚園、学校と連携し、次代の親の育成の取組みを継続していきま

す。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

53 
小・中学生職場体
験学習 

■「職場体験学習」の体験先として、乳幼児と小・中学生が
ふれあう機会を設けます。 

・地域の保育所等での受け入れ依頼 

指導課 
 

□今後の方向性 
・児童生徒の体験先として、今後も継続して受け入れを依頼
していきます。 
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（３）教育環境の充実 

【現状と課題】 

子どもが自ら学び、考え、主体的に行動するための「生きる力」を高めるためには、

確かな学力を育むことはもちろんのこと、子ども一人ひとりの個性と可能性を伸ばす

教育の実践や、その教育環境の整備・充実が重要です。 

そのためには、学校や子育て関連施設が連携・協力し、子どもたちに様々な体験を

する機会を提供することや、保育士や学校の先生の研修を充実させ、子どもが健やか

に成長できるための環境づくりが必要です。 

新規に、「子育て支援員研修」および「絵本とのふれあい体験の支援」を実施します。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

54 保育士研修 

■保育に関する新しい課題に応じた保育内容や保育手法に関
する研修や勉強会を実施します。 

保育課 

◎改善策 
・千葉県等が開催する研修会について各保育所等に情報提供
し、参加を呼び掛けます。共通課題について市主催の研修
会を開催します。 

□今後の方向性 
・研修等を活用し、今後も保育士の質の向上に努めます。 

新 

３ 

子育て支援員研
修 

■地域で保育や子育ての支援活動に関心を持っている方が、
活動するための十分な知識や技術を修得していただくため
に、研修を実施します。 

子ども
家庭課 

□今後の方向性 
・地域での担い手を確保するために、今後も研修を実施しま
す。 

★

55 

幼児教育に関す
る研究・研修 

■幼児教育の目的に応じた適切な指導及び幼児期から心の教
育が行われるよう、その研究・研修活動の支援の一層の充
実を図ります。 

指導課 

□今後の方向性 
・質の高い幼児教育が望まれているため、幼児教育の目的に
応じた適切な指導が行われるよう、その研究・研修活動の
支援の一層の充実を図ります。 

56 心の教育 

■生命を大切にし、他人を思いやる心、美しいものや自然に
感動する心を育てる教育の充実を進めます。 

指導課 

□今後の方向性 
・子どもの豊かな心を育む上で道徳の授業はその要として位
置付けられ、道徳の教科化されます。その中で、教員の授
業力の向上は重要課題であり、より充実した研修にしてい
きます。 

57 環境教育 

■市内各校に作られた学校ビオトープ※を作り、社会・理科・
総合的な学習の時間などの学習と関連させながら環境教育
の充実に努めます。 

指導課 

□今後の方向性 
・身近な自然のビオトープを通して学ぶ環境教育はとても大
切です。今後、ビオトープの維持管理について学校間の情
報交換に努めます。 
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事業名 事業内容 担当課 

58 
国際社会への対
応 

■市独自に小学校英語活動指導員・中学校ＡＬＴを導入し、
国際理解教育の充実を図ります。 

指導課 

□今後の方向性 
・グローバル化に対応した英語教育を進めるために、流山市
独自のプログラムを作成し、平成26年度より全小学校で実
施しています。その支援として小学校英語指導員の存在は
必要不可欠です。また、外国籍の児童生徒が増加傾向にあ
ります。日本語での日常会話が難しい児童生徒への日本語
指導を今後も継続して実施します。 

59 
情報化社会への
対応 

■各教室でインターネット等が利用できるよう、校内LANの
整備を進めるとともに、ICTを活用した施策の充実に努め
ます。 

指導課 

□今後の方向性 
・今後予想されるＩＣＴの進展に対応するため、新しい機器
の調査研究に努め、更なる環境の充実に努めます。また同
時にネットモラルに係わる指導も適切に行います。 

60 特別支援教育 

■障害のある児童・生徒一人ひとりの個性や能力を伸ばせる
よう、交流教育を積極的に進めるとともに、障害の程度に
応じた教育環境の充実に努めます。また、各学校に特別支
援教室を設置し、個別指導の充実を図るとともに、特別支
援学校や福祉施設との交流を拡大します。 

指導課 

◎改善策 
・関係機関と連携し、障害の程度や本人・保護者の願いに沿
った就学相談の充実に努めます。 

□今後の方向性 
・障害のある児童生徒一人ひとりの個性や能力を一層伸ばせ
るよう、交流教育を積極的に進めます。また、市のカウン
セラーや関係機関と連携しながら障害の程度や本人・保護
者の願いに沿った就学相談を行い、フォローをしっかり進
めます。 

61 世代間交流 

■子どもたちと高齢者の交流を図るため、保育所での運動会、
児童館・児童センターでの伝承遊びなどの各種行事を実施
し、また、地区社会福祉協議会等民間活力との連携により、
高齢者と子どもたちとの交流の場の拡大を図ります。 

高齢者
生きが
い推進 
課 

 
保育課 

□今後の方向性 
・今後も地区社会福祉協議会主催の敬老会や昔遊びの会等を
通じた子どもたちと高齢者の交流の場を拡充するよう側面
からの支援に努めます。（高齢者生きがい推進課） 

・核家族化が進む中、世代間交流及び地域交流を行うことに
より、世代間の隔たりをなくし、子育ての良き理解者を増
やすことに努めます。（保育課） 
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事業名 事業内容 担当課 

62 体験学習の推進 

■福祉や環境問題などについて、実際の体験を通じて学習す
るため、ボランティア活動や野外活動等を実施します。ま
た、市民参画による企画運営を促進します。 

・博物館子ども教室 
・チャレンジキャンプ 
・本物体験学習  
・親子体験講座 

指導課 
 

公民館 
 

図書・ 
博物館 

◎改善策 
・博物館だけでなく、市内各施設を利用し、体験活動の場を
増やしていきます。（図書・博物館） 

□今後の方向性 
・今後もできる限り、数多くの体験学習の場を設定し、児童
生徒の感性を磨き、情操面を養うことに努めます。（指導課） 

・高校や大学、ＮＰＯ法人など地域の教育資源を活かし、親
子で、家族で、達成感が得られるような体験学習の場の創
出に努めます。（公民館） 

・今後も「見る博物館から参加する博物館」をコンセプトと
し、企画展や子ども教室等の学習内容について検討を行い、
事業の推進に努めます。（図書・博物館） 

 

新 

４ 

絵本のふれあい
体験の支援 

■乳幼児や保護者、子育てにかかわる方が、絵本を通してふ
れあう場をつくることで、これからの子育てに役立つよう
に支援します。 

・おはなし しゅっぱつしんこう！ 

図書・ 
博物館 

□今後の方向性 
・子育て関連施設へ乳幼児向けブックセットを順次設置しま
す。また、おすすめ本リストの配付や乳幼児向けおはなし
会も実施し、絵本を通したふれあい方の支援に努めます。 

63 
文化・芸術活動の
支援 

■子どもたちの文化・芸術活動を活性化するため、活動成果
を発表する場の提供に努めます。また、NPO団体等との協
働も含め、幅広い事業展開を図ります。 

・ジュニアコンサート 
・人形劇 
・各種講座、大会、鑑賞会 
・青少年自主学習グループ発表会 

公民館 
 

生 涯 
学習課 

 
図書・ 
博物館 

◎改善策 
・多くの方が出場できるように、出場者及び出場校が偏らな
いように調整します。（生涯学習課） 

・子どもたちのさまざまな興味を育てられるよう、幅広いジ
ャンルで事業を実施します。（図書・博物館） 

□今後の方向性 
・地元の文化諸団体の発表の場として、さらに、全国や世界
で活躍されているアーティストを招へいし、芸術文化に触
れることができる場として、ホールの活性化に努めます。
（公民館） 

・伝統文化の継承も含め、子どもの文化・芸術活動の機会と
場を拡充します。（生涯学習課） 

・今後も乳幼児とその保護者や児童を対象とした行事につい
てのニーズを捉え、内容をより充実させながら継続して子
ども教室等の事業を実施します。（図書・博物館） 
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事業名 事業内容 担当課 

64 

各種スポーツ・レ
クリエーション
大会・教室 

■子どもの健康の維持・増進を図るため、各種の大会や教室
を開催します。 

・子ども軽スポーツ行事 
・コミュニティスポーツフェスティバル  
・コミュニティスポーツのつどい 

子ども 
家庭課 

 
スポ 
ーツ 
振興課 

 
□今後の方向性 
・子どもの仲間作りや体力増進を図るために、各種スポーツ
活動（大会）、レクリエーション活動等の実施に努めます。
（子ども家庭課） 

・指導者の講習会については、内容を充実させながら継続し
ていきます。（スポーツ振興課） 

65 
学童クラブと保
育所の交流 

■学童クラブと保育所の交流を活発にし、保育内容を共通理
解した上での交流を図ります。 

保育課 
 

教育 
総務課 

◎改善策 
・交流の機会を増やし、必要な情報交換に努めます。（教育総
務課） 

□今後の方向性 
・保育所から小学校進学に伴う学童クラブへの円滑な移行を
図るため、必要な情報交換を行います。 

66 
私立幼稚園への
支援 

■私立幼稚園との情報共有や市民への園情報の提供などを行
い、私立幼稚園を支援し、園との連携を深めます。 

子ども
家庭課 

 
保育課 

◎改善策 
・近隣市の状況等を把握しながら、私立幼稚園の預かり保育
への支援を検討します。（子ども家庭課） 

・引き続き、私立幼稚園協会と連携をして、支援をしていき
ます。（保育課） 

□今後の方向性 
・預かり保育に対する支援を検討します。また、児童虐待や
子どもに関わる事件、事故等の諸問題に対応するため、私
立幼稚園と関係機関との連携を図るための環境整備に努め
ます。（子ども家庭課） 

・今後も引き続き流山私立幼稚園協会との連携を深めていき
ます。（保育課） 
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（４）家庭の教育力の向上 

【現状と課題】 

家庭教育は、子どもが基本的倫理観、自立心や自制心、社会的なマナーなどを身に

付ける上で重要な役割を果たすものです。しかしながら、近年、都市化、核家族化、

少子化、地域におけるつながりの希薄化等により、家庭の教育力の低下が指摘されて

おり、社会全体で家庭の教育力を向上させる支援の必要性が高まっています。 

今後は、子育てに関する知識や技術を得る機会を積極的に提供するなど、家庭の教

育力を充実させていくことが課題といえます。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

★

67  
家庭教育講座 

■親が子どもの発達段階に応じた家庭教育の方法を身につけ
られるよう、専門の講師による講座等を開催します。さら
に、企画運営への市民の参加を推進します。 

・乳幼児期の家庭教育講座 

公民館 

□今後の方向性 
・学校、家庭、地域の三者が連携を密にして、子どもが安心
して健やかに育つことができるよう、さまざまな角度から
家庭教育を考えるための事業展開を推進します。 

68 子育てサロン 

■乳幼児期の子どもを持つ方の交流の場を提供します。保育
ボランティア、地域ボランティア等の協力により展開しま
す。 

・双子や三つ子のための「さくらんぼくらぶ」を実施 
・子育てサロンの実施 

公民館 

◎改善策 
・これまで以上に周知活動を行って、利用者を増やします。 

□今後の方向性 
・保育ボランティアやおもちゃ修理ボランティアなど、さま
ざまなボランティア養成講座の開催、人形劇団や音楽家な
どとのコラボレーションを模索するなど、子育てサロンの
充実に努めます。 
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（５）地域活動の充実 

【現状と課題】 

子育ては家庭の中のみで行うものではなく、地域社会全体で子育て家庭を支えるこ

とが大切です。 

今後も地域の人々や関係機関等の協力によって、世代間交流の推進及び学校施設の

地域開放、スポーツクラブ活動の促進、スポーツ指導者の育成等により、地域の活動

を充実させていくことが重要です。              ■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

69 
地域子ども活動
の支援 

■各種団体等の活動を通して、子ども同士や子どもと地域の
人々の交流が図れるよう、各種の活動に対し積極的な支援
に努めます。 

・めざせ！あそびの達人 
・チャレンジキャンプ 
・ゲーム大会 
・ものづくり体験 

生 涯 
学習課 

 

□今後の方向性 
・引き続き、青少年健全育成団体(青少年育成会議、青少年相
談員連絡協議会、子ども会育成連絡協議会、ボーイスカウ
ト・ガールスカウト連絡協議会)が行う活動を支援します。 

70 
ボランティアの
育成・推進 

■地域社会において、児童健全育成の分野で活動するボラン
ティアの養成・育成及び推進を図ります。 

生 涯 
学習課 

 
コミュ
ニティ 
課 

◎改善策 
・多種多様な団体や幅広い世代との交流の場として引き続 
き、セントラルパークフェスタや市民まつりを開催してい
きます。（生涯学習課） 

□今後の方向性 
・「地域子ども活動の支援」の中で対応します。（生涯学習課） 
・今後も継続して幅広い世代との交流機会や体験できるイベ
ントの提供に努めます。（コミュニティ課） 

71 
少年スポーツ団
体の育成 

■子どものスポーツを通した体力の向上と仲間作りのため、
団体の育成を図ります。 

・少年野球連盟 
・少年サッカー連盟 
・スポーツ少年団 

スポー
ツ振興
課 

□今後の方向性 
・補助金による活動支援を通して少年スポーツ活動の促進を
図ります。 

72 
児童館・児童セン
ターの活用 

■地域社会の中で、インクルージョン※の考え方を取り入れ、
異年齢間の遊びや仲間作りのための居場所、遊び場の拠点
としての活用に努めます。 

子ども 
家庭課 

 

□今後の方向性 
・地域における子育て支援の拠点として、仲間作りや事業の
充実に努めます。 

73 
学校体育施設の
利用 

■子どもの地域活動の場として、校庭、体育館等、学校施設
の開放を進めていきます。 

スポー
ツ振興
課 

 
□今後の方向性 
・今後も事業の拡充に努めます。 
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（６）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

【現状と課題】 

子どもを取り巻く有害環境が深刻化してきており、地域の有害環境への対処を求め

る声が高まってきています。 

今後も子どもたちの心と体の調和の取れた人間形成を図るため、学校や関係機関、

ボランティア等の地域住民と連携・協力をしていくことが求められています。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

74 青少年相談 

■専門相談員による青少年とその家庭の相談業務を行いま
す。また、関係機関との連携を進めます。 

生 涯 
学習課 

 ◎改善策 
・相談内容の複雑化、深刻化に伴い、関係各機関との連携強
化を図ります。 

□今後の方向性 
・相談者の相談内容が複雑化、深刻化しつつある中で、関係
機関との連携を十分にとり、相談者の立場に立って業務を
進めます。 

75 街頭補導活動 

■街頭補導活動等による問題行動の早期発見及び未然防止に
努めます。 

生 涯 
学習課 

 ◎改善策 
・青少年を取巻く社会環境の複雑化により、見守り活動を多
くすることで、地域で子育てをする意識を高めるためにも、
引き続き街頭補導活動の充実に努めます。 

□今後の方向性 
・青少年の取り巻く社会環境が複雑化している中で、地域の
見守りを多くすることによって、地域で子ども達を育てる
意識を高める為、引き続き街頭補導活動の充実に努めます。 

76 
有害図書等の調
査 

■コンビニエンスストア等の店舗で有害図書等の状況を確認
します。その状況に応じて改善依頼を行うとともに、県条
例に違反している場合は、関係機関に指導を依頼します。 

生 涯 
学習課 

◎改善策 
・青少年を取巻く社会環境を良くするために多くの市民とと
もに社会環境浄化活動をさらに充実させます。 

□今後の方向性 
・青少年の取り巻く社会環境を良くするために、多くの市民
とともに社会環境浄化活動を更に充実させます。 

77 
青少年ふれあい
運動 

■地域において、関係機関と連携を図り、青少年の健全育成
と非行防止のため、広報・啓発、協力要請、情報収集、集
会等の活動を通して、青少年社会環境浄化に取り組みます。 

生 涯 
学習課 

◎改善策 
・青少年ふれあい運動をさらに充実させます。 

□今後の方向性 
・青少年ふれあい運動を更に充実させます。 
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事業名 事業内容 担当課 

78 青少年主張大会 

■青少年が日頃考えている抱負や意見、発表等を市民に訴え
ることで、理解と関心を深めます。 

生 涯 
学習課 

 ◎改善策 
・一般の来場者の動員を増やすため、PR等を工夫します。 

□今後の方向性 
・一般市民の参加を増やし、青少年に対する理解を深める機
会を作ります。 

79 

非行防止活動等
ネットワークづ
くり 

■学校警察連絡協議会において、小、中、高及び関係機関と
の連携、情報交換を行います。 

生 涯 
学習課 

◎改善策 
・学校警察連絡協議会を活用し、非行防止のための情報交換
を行い、非行防止等のネットワークづくりを更に進めます。 

□今後の方向性 
・学校警察連絡協議会を活用し、非行防止のための情報交換
を行い、非行防止等のネットワークづくりを更に進めます。 

80 
青少年育成会議
への活動支援 

■青少年育成会議による様々な活動の支援に努めます。 
・青少年健全育成推進大会 
・体験教室 

生 涯 
学習課 

□今後の方向性 
・引き続き、青少年への理解と健全育成の機運を高めるた 
め、青少年育成会議の活動を支援します。 
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４ 子どもの安全を守る生活環境・体制づくり 
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基本目標 ４ 

子どもの安全を守る

生 活環境 ・ 体 制 

づくり 

（1）安全なまちづくり
の推進 

（2）安心して外出でき
る環境の整備 

81 歩道の整備 

82 公共施設の整備 

★83 公園の整備・充実 

84 駅施設の整備 

85 住環境の整備 

★86 防犯対策の充実 

87 防犯灯の整備 

88 交番増設の要請 

89 通学区域内の交通安全施設整備 

90 交通安全教室の充実 

91 チャイルドシートの貸出 

92 交通安全教室の普及・啓発 

★93  関係機関、団体との情報交換 

94 安全マップ等の作成 

95 自主防犯活動の支援 

96 安全管理の促進 

97 防犯体制の充実 

98  防犯協会連合会への支援 

99 防犯に関する普及啓発活動 

100  保護者・地域との連携による防犯

活動 

（３）子どもの交通安全
を確保するための活
動の推進 

（４）子どもを犯罪等の
被害から守るための
活動の推進 



 

 

（１）安全なまちづくりの推進 

【現状と課題】 

道路や公園等の公共施設については、これまでも子どもや高齢者にやさしい環境整

備を進めているところですが、一層の整備を求める声があがっています。 

今後も、子どもとその家族が安心して生活できるよう、バリアフリーやユニバーサ

ルデザインの視点に立って、市内の生活環境を見直していく必要があります。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

81  歩道の整備 

■歩行者の安全性向上のため、現在行っている新設・改良工
事において歩道整備等を行います。 

・バリアフリー歩行空間ネットワーク整備事業 

道 路 
建設課 

◎改善策 
・工事該当箇所以外の通学路については通学路合同点検で対
応していきます。 

□今後の方向性 
・歩道付きの市道は、限定されるため各事業年度において工
事該当箇所があれば適切に対応していきます。 

82 公共施設の整備 

■既存の公共施設については、子どもをはじめすべての市民
が安全で利用しやすいよう整備に努めます。また、新たに公
共施設を建設する際には、ユニバーサルデザインの観点から
建設を推進します。 

関 係 
各 課 

□今後の方向性 
・今後も全ての市民にとって安全で安心な施設整備に努めま
す。 

★

83 
公園の整備・充実 

■子どもが遊びを通して、健やかに成長できるよう、防犯面
にも配慮した公園等の遊び場の整備・充実を図ります。 

みどり 
の  課 

◎改善策 
・引き続き公園施設の適切な管理に努め公園施設の整備・充
実を図ります。 

□今後の方向性 
・市民が安全で快適に施設を利用できるように公園・緑地、
街路樹、市民の森等の草刈り、清掃、樹木の剪定及び遊具
の安全点検等を実施すると共に施設の更新を行い公園施設
の整備・充実を図ります。 

84 駅施設の整備 

■鉄道事業者と連携して、駅施設の利便性の向上を推進しま
す。 

都 市 
計画課 

◎改善策 
・今後は、鉄道事業者からの事前協議に基づき、補助金交付
手続き等を進めていきます。 

□今後の方向性 
・駅施設について、利用者の移動円滑化を検討します。 
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事業名 事業内容 担当課 

85 住環境の整備 

■良好な住環境の維持、形成を図るため、地区計画や建築協
定など、住民主体によるまちづくりを推進します。 

都 市 
計画課 

 
建 築 
住宅課 

◎改善策 
・引き続き、周知活動を行い、派遣回数の増加に努めます。
（都市計画課） 

・引き続き、建築協定の認定に向けた協議を行っていきます。
（建築住宅課） 

□今後の方向性 
・引き続き「まちづくり相談員制度」を活用しながら、良質
で魅力的なまちづくりを推進します。（都市計画課） 

・引き続き、建築協定の締結に向けて協議を行っていきます。 
（建築住宅課） 

 

（２）安心して外出できる環境の整備 

【現状と課題】 

近年、子どもを狙った犯罪が多発し、犯罪等の防止という観点に立って道路、公園

等の公共施設を整備する必要性が高まっています。 

子どもが安心して外出できるようなまちづくりを進めるため、犯罪等の防止に配慮

した環境づくりを進めていくことが重要です。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

★

86 
防犯対策の充実 

■犯罪等の防犯対策及び防犯の広報啓発に努めます。 コミュ
ニティ 
課 

◎改善策 
・地域の自主防犯団体や防犯指導員を対象とした防犯講話等
を開催し、防犯情報の共有を図り、地域防犯力の推進に努
めます。 

□今後の方向性 
・今後も警察や関係機関と連携し、犯罪抑止に努めるととも
に、安心メール※を活用して犯罪情報の発信を行い、被害
の未然防止に努めます。 

87 防犯灯の整備 

■防犯灯を整備し、夜間における通行者の安全確保に努めま
す。 

コミュ
ニティ 
課 ◎改善策 

・今後も地域自治会と相談をしながら防犯灯の整備を行って
いきます。 

□今後の方向性 
・防犯灯の整備は、地域自治会からの要望に基づき、市が行
います。 

88 交番増設の要請 

■交番の増設を関係機関に要請します。 コミュ
ニティ 
課 

◎改善策 
・今後も地域自治会と相談をしながら防犯灯の整備を行って
いきます。 

□今後の方向性 
・交番の増設については、必要に応じて要請を行います。 
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（３）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

【現状と課題】 

交通環境の変化をはじめ、交通マナーの低下やルール違反などにより、交通事故は

後を絶たず、交通弱者である多くの子どもが犠牲になっています。 

子どもを交通事故から守るためには、家庭、学校、地域、警察等関係機関・団体の

連携・協力の下、子ども一人ひとりが交通ルールを知り、守るための交通安全教育に

力を入れるなど、交通安全意識の高揚や交通マナー、モラルの向上に努める必要があ

ります。 

子どもを交通事故から守るため、警察、保育所、幼稚園、学校、児童館・児童セン

ター、関係民間団体等との連携・協力体制の強化を図り、総合的な交通事故防止対策

を推進することが課題です。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

89 
通学区域内の交
通安全施設整備 

■通学路における危険箇所の改善や安全施設の設置等、交通
安全対策に努めます。 

道 路 
管理課 

 
 

学 校 
教育課 

◎改善策 
・学校、警察、ＰＴＡ、流山市の協力体制を強化します。 

□今後の方向性 
・通学路の緊急合同点検の実施した結果に基づき通学路の危
険箇所について安全対策を毎年実施しています。今後は、
平成26年度に策定した「流山市通学路交通安全対策プログ
ラム」に基づき関係機関との連携をさらに図り、交通安全
対策に努めていきます。（道路管理課） 

・平成25年に国からの「通学路の交通安全の確保に向けた着
実かつ効果的な取組の推進について」の依頼通知を踏まえ
て、「流山市通学路交通安全対策プログラム」を策定し、平
成26年度からプログラムに則り、合同点検の実施、対策案
の作成、対策案を講ずるよう関係機関へ要請し、通学路の
安全対策に取り組みます。（学校教育課） 

90 
交通安全教室の
充実 

■幼稚園・保育所、小学校等において交通安全教室を開催し、
交通事故防止に努めます。 

道 路 
管理課 

 ◎改善策 
・交通安全教室を知らない園に対して、広報やホームページ
などで周知を図ります。 

□今後の方向性 
・引き続き保育所・幼稚園等からの交通安全教室開催要望に
基づき、流山警察署等の関係機関と連携し交通安全教室を
開催し事故防止に努めていきます。 

91 
チャイルドシー
トの貸出 

■チャイルドシート・ジュニアシートを無料貸出し、車両乗
車中の交通事故による被害の軽減に寄与します。 

道 路 
管理課 

 ◎改善策 
・老朽化したチャイルドシートの更新を行います。 

□今後の方向性 
・引き続き利用者に対し、貸出しの利便性の向上に努めると
ともに、乳幼児等の安全の確保に努めます。 
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事業名 事業内容 担当課 

92 
交通安全教室の
普及・啓発 

■市内小中学校を対象として、交通安全ポスター募集事業を
展開することにより、交通安全意識の向上を図ります。ま
た、新１年生を対象に、ランドセルカバーを配布する等、
普及・啓発に努めます。 

道 路 
管理課 

 

◎改善策 
・引き続き、ランドセルカバーの配布等を行い、交通安全対
策に努めます。 

□今後の方向性 
・年4回開催されている交通安全運動期間における啓発活動
の更なる充実を図ると共に、引き続き新１年生を対象とし
たランドセルカバーの配布等を行い普及・啓発に努めてい
きます。 

 

（４）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

【現状と課題】 

近年、社会環境や市民のライフスタイル、価値観等が変化し、これまで地域社会が

持っていた犯罪抑止機能が低下しているといわれています。 

特に、子どもが被害者となる犯罪については、不審者による殺傷、連れ去り、痴漢

など、全国的に事件が発生し、大きな社会問題となっています。 

市民の間でも、市民一人ひとりが安全で安心な生活を送れる都市環境を求める声が

高くなっています。 

子どもの防犯意識を高め、対処法を身につけるとともに、地域の人々と、警察、行

政、事業者等が一体となって、子どもの安全に取り組んでいくことが課題です。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

★ 

93 

関係機関、団体
との情報交換 

■子どもたちが事故や犯罪に遭わないまちづくりを推進する
ため、防犯灯の設置、「防犯協力の家」制度の充実を図るな
ど、警察、学校、自治会等関係機関・団体と連携し、地域
ぐるみによる地域安全活動の充実に努めます。 

・通学路防犯灯の設置 

コミュ
ニティ 
課 

 
保育課 

◎改善策 
・今後も不審者や爆破予告等の情報について、各関係機関と
連携を図り、速やかに対応し児童の安全の確保に努めます。
（保育課） 

□今後の方向性 
・今後も市内防犯パトロール活動を推進し、児童生徒の登下
校中の安全確保に努めます。（コミュニティ課） 

・子どもの安心安全の確保を図るため、引き続き警察等の関
係機関との連携を強めていきます。（保育課） 

94 
安全マップ等の
作成 

■安全マップや通学路マップ等を作成し、子どもが安心・安
全に生活できるよう情報提供を図ります。 

指導課 

・安全マップ、通学路マップを作成し、事故や犯罪抑止に努
めます。 
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事業名 事業内容 担当課 

95 
自主防犯活動の
支援 

■各自治会等で実施する防犯活勤や地域に設立された自主防
犯パトロール隊の活動を支援します。 

コミュ
ニティ 
課 

 
◎改善策 
・引き続き、地域の自主防犯パトロール活動を支援し、子ど
もたちの安全確保に努めます。 

□今後の方向性 
・今後も自主防犯パトロール隊への防犯啓発用品の貸与など
の支援を行い、自主防犯活動の推進を図ります。 

96 安全管理の促進 

■学校、保育所、幼稚園の安全管理を図るため、啓発活動を
推進します。 

・不審者対応マニュアルの作成 
・不審者を想定した子ども対象の避難訓練 
・保護者への文書等による啓発活動 
・安心メールの発信 
・事件・事故発生ファイル情報の提供 

コミュ
ニティ 
課 

 
指導課 

 
保育課 

 ◎改善策 
・今後も不審者や爆破予告等の対応について、各関係機関と
連携を図り、速やかに情報を発信し、児童の安全の確保に
努めます。また、ミーティング等を活用し、保育所内で情
報・対応について共有を図ります。（保育課） 

□今後の方向性 
・今後も警察や関係機関と連携し、犯罪発生情報などを自治
会等へ提供して事業の継続を図り、犯罪抑止に努めます。
（コミュニティ課） 

・様々な災害、事故、犯罪に対して児童生徒の安全を確保し
ていくために、今後も継続した取組を実施します。（指導課） 

・子どもの安全管理を促進するために、職場内研修を定期的
に実施し、職員と保護者・関係機関との情報共有に努めま
す。（保育課） 

97 防犯体制の充実 

■流山警察署をはじめとする関係団体・機関と連携し、暴力
排除・防犯活動を推進します。 

コミュ
ニティ 
課 

 
□今後の方向性 
・今後も警察や関係機関と連携し、暴力団排除・防犯活動を
推進します。 

98 
防犯協会連合会
への支援 

■市内の各種防犯団体等で組織された流山市防犯協会連合会
へ負担金を支出し、防犯に関する活動を支援します。 

コミュ
ニティ 
課 

 
□今後の方向性 
・今後も防犯協会連合会への支援事業の継続を図り、犯罪抑
止と市民の防犯意識の向上に努めます。 

99 
防犯に関する普
及啓発活動 

■安心メール等を活用し、防犯の啓発を行います。 コミュ
ニティ 
課 

 
□今後の方向性 
・今後も市内の犯罪発生情報を安心メールやホームページ等
で公表するなど、防犯意識向上と被害の未然防止を図るた
めに啓発活動を行います。 

100 

保護者・地域と
の連携による防
犯活動 

■保護者や地域の市民、学校、警察などが連携し、「子ども
110番」の設置や「学校付近のパトロール活動」を行うな
ど、防犯活動を推進します。 

指導課 

◎改善策 
・今後も保護者や地域と連携し、防犯活動の更なる充実を推
進します。 

□今後の方向性 
・今後も地域と学校との連携を図り、より安全な環境作りに
努めます。 
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５ 男女がともに仕事と子育てを両立できる環境づくり 
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基本目標 ５ 

男女がともに仕事と

子育てを両立でき

る環境づくり 

（1）多様な働き方ので
きる環境の整備 

（2）仕事と子育ての両
立の推進 

（3）保育サービスの充
実と多様化 

101 就労環境改善への支援 

102 就職情報の提供 

103 就職・再就職のための職業研修 

104 男女共同参画社会づくり 

105 育児への父親の参加 

★106  延長保育 

107 小規模保育 

108 一時保育 

109 産休明け保育 

★110 病児・病後児保育 

111 休日保育 

★112 障害児保育 

★113 学童クラブの活用 

114 子育て短期支援（ショートステ 

イ・トワイライトステイ） 



 

 

 

（１）多様な働き方のできる環境の整備 

【現状と課題】 

仕事と子育ての両立のためには、企業の育児に対する理解と協力、さらにそれを可

能にする子育てにやさしい就業環境の実現が重要です。 

就業環境の多様化のために企業の意識改革を図るとともに、子育て中の親への就労

支援を行い、多様な働き方が保障された社会を築くことが課題といえます。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

101 
就労環境改善へ
の支援 

■就労環境の改善を図るため、雇用機会の拡大、労働条件の
向上、育児休業制度の普及などについて、啓発活動を行い
ます。 

商工 
振興課 

□今後の方向性 
・育児休業制度の適正取得や普及等について、広報紙、市ホ
ームページ等を活用して広く啓発活動を行います。 

102 就職情報の提供 

■女性の就労を支援するため、公共職業安定所及び関係機関
と連携を図っていきます。 

商工 
振興課 

□今後の方向性 
・引き続き、地域職業相談室（愛称＝ジョブサポート流山）
の利用促進を図り、求人情報の提供に努めます。 

103 
就職・再就職の
ための職業研修 

■就職、再就職を希望する女性を対象として、年齢層に即し
た講座を開催します。 

・就労支援講座(若年齢者対象・中高年齢者対象・子育てお母
さん対象) 

商工 
振興課 

 
公民館 

 
企 画 
政策課 

◎改善策 
・引き続き、情報提供に努るとともに働き方改革による内容
を収集し情報提供に努めます。（商工振興課） 

・パソコン講座の申込者が減少しているため、講座内容の変
更等を実施団体等協議し、改善します。（公民館） 

□今後の方向性 
・子育て中および子育てを終えた女性を対象とした保育付き
再就職支援セミナーをはじめとする各種セミナーの開催や
就労まで継続指導を行う個別相談を通し支援に努めます。
（商工課） 

・今後も再就職のためのＩＴ関係講座の実施や、他課で実施
する就職応援セミナーへの場の提供および一時保育の受け
入れ等に努めていきます。（公民館） 

・今後も継続して、出産や育児で職場を離れた女性を対象に
再就職に役立つ講座や情報提供を行います。（企画政策課） 
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（２）仕事と子育ての両立の推進 

【現状と課題】 

女性の社会参加が進む中、家事や育児に対する男性の関心が徐々に高まってきてい

ますが、共働きの家庭でも、依然として家事や育児の役割の多くを女性が担っていま

す。 

男性を含めたすべての人が仕事と子育てのバランスがとれた多様な働き方ができ、

育児休業や子どもの看護休暇の取得等の促進など、子育てしながら就業することがで

きるように、企業による子育て支援の取組の促進とともに、男性が育児の知識や技術

を身につけられるような機会を提供し、男性の子育てへの参加を進めていくことが課

題といえます。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

104 
男女共同参画
社会づくり 

■男女がともに社会のあらゆる分野に参画できる男女共同参
画社会の実現のため、流山市男女共同参画プランに基づき、
施策の展開を図ります。 

・男女共同参画社会づくり講座 
・子育て支援者講座 
・情報紙やホームページによる啓発 

企 画
政策課 

□今後の方向性 
・引き続き、男女が共に社会のあらゆる分野に参画できる男
女共同参画社会の実現に向けて、流山市第3次男女共同参
画プランに基づき、事業を実施していきます。 

105 
育児への父親
の参加 

■父親が育児の知識や技術を身につける機会を提供するた
め、各種教室、講座を開催します。また、父親の参加しや
すい環境づくりに努めます。 

・父親教室 
・各種行事への父親参加の誘い 

子ども 
家庭課 

 
企 画 
政策課 

 
公民館 

 

◎改善策 
・冬に開催したところ、お子さんの体調不良で欠席が多かっ
たことから、開催時期について今後検討したい。（企画政策
課） 

・父親も興味を持つような講座内容と参加しやすい開催日を
工夫します。（公民館） 

□今後の方向性 
・今後も情報提供やイベントの開催に努めます。（子ども家庭
課） 

・男性が育児等に参画するための意識啓発やワーク・ライフ
バランスの推進に努めます。（企画政策課） 

・父親の育児参加、祖父母の育児参加、地域の子育て力のア
ップなどを考慮し、講座の企画充実に努めます。（公民館） 
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（３）保育サービスの充実と多様化 

【現状と課題】 

核家族化の進展や就労女性の増加により、保育ニーズが増加しています。 

また、働く人の勤務形態や勤務時間帯の多様化にともない、子育て家庭の事情に応

じた多様な保育形態が求められています。 

ニーズ調査では、「病児・病後児保育」や「延長保育」「一時保育」等の利用希望が

高く、保育サービスに対するニーズは多岐にわたっています。 

今後は市民のニーズに応じた多様な保育サービスの提供体制を一層整備していくこ

とが求められています。 

 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

★

106 
延長保育 

■就労形態の多様化や、通勤時間の長時間化に対応できるよ
う、保育時間の延長及び延長保育実施園の拡大を図ります。 

保育課 

◎改善策 
・引き続き、新設の保育所については、延長保育の実施を推
進します。 

□今後の方向性 
・新設の保育園についても延長保育の実施を推進します。 

107 小規模保育 

■入所希望の増加している低年齢児に対応するため、１９人
以下を定員とする小規模保育を推進します。 

子ども
家庭課 

 
保育課 

◎改善策 
・小規模保育事業所について公募で事業者を募り、必要な数
を整備し、待機児童解消に努めます。 

□今後の方向性 
・０歳から２歳までの保育需要の状況を踏まえ、保育所整備
とともに整備を検討します。（子ども家庭課・保育課） 

108 一時保育 

■保護者の病気等により、一時的に保育が必要な場合に対応
できるよう、一時保育の充実を図ります。 

保育課 

◎改善策 
・一時保育についてはニーズが高いため、実施園が増えるよ
う働きかけを行います。 

□今後の方向性 
・利用者が増加していることから、新設保育園にも設置協力
を依頼していきます。 

109 産休明け保育 

■女性の就労の促進を図るため、産休明け保育の充実に努め
ます。 

保育課 

□今後の方向性 
・今後も園に受け入れの協力を依頼します。 

★

110 
病児・病後児保育 

■病気中及び病気回復期の乳幼児を一時的に預かる事業を推
進します。 

保育課 

◎改善策 
・ニーズの高い病児保育を設置していきます。 

□今後の方向性 
・利用実績等をみながら、病児保育事業の実施数や実施箇所
について検討します。 
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事業名 事業内容 担当課 

111 休日保育 

■女性の就労形態の多様化による様々な保育ニーズに対応す
るため、夜間保育や休日保育を実施します。 

保育課 

◎改善策 
・現状利用希望者がほとんどいないこと、保育士不足の状況
から、新たに休日保育を実施するのは難しいと考えますが、
市内保育園に働きかけを行います。 

□今後の方向性 
・新設保育園かつ、駅近辺の保育園に対して、実施の検討を
依頼し、就労形態の多様化やＤＥＷＫＳ世代の転入増への
対応を検討します。 

★

112 
障害児保育 

■保育所を利用する園児がお互いの理解を深め協力しながら
ともに育っていけるよう、統合保育や児童発達支援センタ
ーにおける保育所等訪問支援事業の推進に努めます。 

保育課 
 

児童発
達支援
センタ
ー 

◎改善策 
・引き続き、中野久木保育所では統合保育を実施するととも
に、ニーズを見極め、拡大を検討していきます。（保育課） 

□今後の方向性 
・待機児童解消後、統合保育の拡大について、実施箇所を含
めて検討していきます。（保育課） 

・今後も園児に対する支援を継続します。（児童発達支援セン
ター） 

★

113 

学童クラブの活
用 

■放課後に家庭で保育ができない児童の受け入れ及びインク
ルージョンの観点から、障害児の受け入れを支援します。 

・指導者養成研修 

教育 
総務課 

◎改善策 
・新たな施設の整備や学校教室を活用することで、受け入れ
体制の拡充を図ります。 

□今後の方向性 
・児童の受け入れ体制を拡充するとともに、指導員の研修会
への参加支援を継続します。 

114 

子育て短期支援 
（ショートステ
イ・トワイライト
ステイ） 

■保護者が疾病や出産等により家庭での養育が困難となった
場合に、児童を一時的に市が指定する施設で預かります。 

子ども 
家庭課 

◎改善策 
・子育て世代の増加に伴い、疾病や出産等により家庭での養
育が困難となる方々も増える可能性があるため、情報提供
を積極的に行い、保護者の不安の解消を図ります。 

□今後の方向性 
・現状の体制を維持し、事業を継続します。 
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６ 保護が必要な子どもへの支援体制づくり 
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基本目標 ６ 
保護が必要な子ど

も へ の 支援体制 

づくり 

（1）児童虐待防止対策
の充実 

（2）ひとり親家庭への 
支援の充実 

（3）障害のある子ども
のいる家庭への支援
の充実 

◎  5   子ども家庭支援拠点 

115 児童虐待防止の啓発 

116 虐待予防と早期発見 

★117 虐待に関する相談の充実 

★118 児童虐待防止のための連携強化 

★119 ひとり親家庭相談 

120 母子家庭等就労促進費用の助成 

121 相談体制の充実 

122 就学相談・指導 

★123 療育指導・機能訓練 

124 在宅介護サービス 

125 特別支援教育推進 



 

 

（１）児童虐待防止対策の充実 

【現状と課題】 

児童虐待防止法の制定やその後の改正をはじめ、児童虐待に対して様々な対策が講

じられてきましたが、児童相談所で認知した虐待件数は毎年、過去最悪を更新してい

ます。 

児童虐待を防止するためには、発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・ア

フターケアまでの総合的な支援体制を確立するとともに、福祉のみならず、医療、保

健、教育、警察等の関係機関との連携を強化していくことが重要です。 

新規に、「子ども家庭支援拠点」の体制を整えていきます。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

新 

５ 

子ども家庭支援
拠点 

■子ども家庭支援するための支援拠点の体制づくりを整えて
いきます。 

子ども
家庭課 

□今後の方向性 
・関係機関と連携を強化し、児童虐待への対応の強化を図り
ます。 

115 
児童虐待防止の
啓発 

■児童虐待の早期発見や未然防止を図るため、関係機関の連
携を強化し、啓発活動に努めます。  

・パンフレットの配布 
・ホームページ・広報紙等の活用 

子ども 
家庭課 

 
指導課 

 
保育課 

◎改善策 
・引き続き、定例で開催される要保護児童対策地域協議会実
務者会議にて各関係機関と情報交換、連携を図ります。さ
らに、児童虐待により、緊急で保育が必要な児童について、
関係機関とケース検討会議を行い、情報の共有及び適切な
保育の提供に努めます。（保育課） 

□今後の方向性 
・引き続き、訪問及び広報紙等による啓発活動を行います。
（子ども家庭課） 

・今後も、学校を通した保護者への啓発と、県主催の研修会
を周知するなど教職員への啓発も引き続き行います。（指導
課） 

・今後も、保育所と関係機関における連携強化に努めます。
（保育課） 
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事業名 事業内容 担当課 

116 
虐待予防と早期
発見 

■健康相談、健康診査、訪問指導等あらゆる機会における児
童虐待の予防と早期発見に努めます。また、必要な児童に
対して調査を実施し、緊急の場合、児童相談所に通告を行
います。さらに、育児ストレスや産後うつなどにより、子
育てに不安を抱える家庭や虐待の恐れのある家庭に対し
て、保健師等の家庭訪問や、ヘルパーの派遣により、育児
負担の軽減や諸問題の解決を図ります。 

・緊急一時保護の要請 
・育児支援家庭訪問 

子ども 
家庭課 

 
健 康 
増進課 

 
保育課 

◎改善策 
・引き続き、児童虐待の予防と早期発見のために、訪問・調
査を行います。（子ども家庭課） 

・引き続き、定例で開催される要保護児童対策地域協議会実
務者会議にて各関係機関と情報交換、連携を図ります。さ
らに、児童虐待により、緊急で保育が必要な児童について、
関係機関とケース検討会議を行い、情報の共有及び適切な
保育の提供に努めます。（保育課） 

□今後の方向性 
・引き続き現状を維持し、事業を継続します。（子ども家庭課） 
・今後も事業を継続し、児童虐待の予防と早期発見に努め、
関係機関との連携及び支援体制の強化を図ります。（健康増
進課） 

・保育所と関係機関が連携し、指導・助言を行うなど、今後
も未然防止に努めます。（保育課） 

★

117 

虐待に関する相
談の充実 

■家庭児童相談員及びケースワーカーによる児童虐待に関す
る相談や指導を行い、緊急避難体制づくりや啓発事業を推
進します。 

・各種相談 

子ども 
家庭課 

 
指導課 

 
生 涯 
学習課 

 
 

□今後の方向性 
・引き続き相談員のスキルアップを図り、相談事業を継続し
ます。（子ども家庭課） 

・今後も継続して相談体制の充実に努めます。（指導課） 
・「青少年相談」の中で対応します。（生涯学習課） 
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事業名 事業内容 担当課 

★

118 

児童虐待防止の
ための連携強化 

■児童虐待に対応するため、要保護児童対策地域協議会を中
心として、民生児童委員、主任児童委員などの地域住民や
医療機関、また児童相談所、警察等の行政機関との連携の
強化を図ります。 

子ども 
家庭課 

 
指導課 

 
障害者 
支援課 

 
児童発
達支援
センタ
ー 

 
健 康 
増進課 

 
保育課 

◎改善策 
・引き続き、要保護児童対策地域協議会実務者会議にて関係
機関と情報交換、連携を図り、児童虐待により、緊急で保
育が必要な児童について、関係機関とケース検討会議を行
い、情報の共有及び適切な保育の提供に努めます。（保育課） 

□今後の方向性 
・引き続き現状を維持し、事業を継続します。（子ども家庭課） 
・今後も関係機関との情報共有を図り、より効果的な対応が
できるよう努めます。（指導課） 

・関係機関との連携強化、啓発活動の推進などに今後も努め
ます。（障害者支援課） 

・今後も関係機関との情報共有を図り、より効果的な対応が
できるよう努めます。（児童発達支援センター） 

・今後も事業を継続し、さらなる関係機関との連携及び支援
体制の強化を図ります。（健康増進課） 

・今後も公立保育所所長会議や民間保育所協議会を活用して
情報を共有し、各関係機関における連携強化に努めます。
（保育課） 

 

（２）ひとり親家庭への支援の充実 

【現状と課題】 

ひとり親家庭は、厳しい労働条件の中で働く親が多いため、経済的にも恵まれない

ケースが少なくありません。また、家事や子育ての役割を一人で担っているため、様々

な不安や悩みを抱えています。 

今後は、ひとり親家庭の親と子どもが安心して生活していけるよう、子育てや生活

支援、就業支援、経済的支援や相談体制を充実していくことが課題です。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

★

119 

ひとり親家庭相
談 

■ひとり親家庭の悩みを解決するため、母子・父子自立支援
員等による相談を実施します。 

子ども 
家庭課 

□今後の方向性 
・引き続き事業を実施し、ひとり親家庭における様々な悩み
の解消に努めます。 

120 
母子家庭等就労
促進費用の助成 

■母子家庭及び父子家庭の自立のために、就職に役立つ技術
や資格取得のための一定の講座受講料の一部を助成すると
ともに、１年以上資格取得のための養成機関に在籍する場合
に、３年間を限度として毎月一定額の給付金を支給します。 

子ども 
家庭課 

□今後の方向性 
・母子家庭や父子家庭の自立支援及び就労促進のため、引き
続き実施します。 
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（３）障害のある子どものいる家庭への支援の充実 

【現状と課題】 

障害や発達に遅れのある子どもを育てている家庭では様々な問題に直面し、重い負

担を背負っているケースも少なくありません。 

全ての子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心した生活を送れるようにす

るために、乳幼児期から成人に達するまでの、一人ひとりの多様なニーズに応じた支

援体制や相談体制の充実が求められています。 

■ 事業内容 

       ◎ 改善策 

【具体的事業】                                          □ 今後の方向性 

事業名 事業内容 担当課 

121 相談体制の充実 

■障害を持つ児童の家族からの各種相談について、関係機関
と連携を図りながら相談体制の充実に努めます。また、障
害児相談支援事業を実施し、障害児のサービス等利用計画
を作成していきます。 

障害者 
支援課 

□今後の方向性 
・各分野の専門家による相談を今後も継続します。 

122 就学相談・指導 

■障害のある児童の一人ひとりの個性や能力が最大限伸ばせ
るよう、障害の程度・種類などに応じた就学相談・指導の
充実に努めます。 

指導課 

◎改善策 
・教職員の専門性が一層高まる研修会を実施します。 

□今後の方向性 
・インクルーシブ教育システムの構築に向けて、児童生徒、
保護者、学校の一層の連携と支援を図ります。 

★

123 

療育指導・機能訓
練 

■障害のある児童の自立のため、医療型発達支援及び放課後
等デイサービスなどの児童発達支援事業により療育指導・
機能訓練を行い、子どもの発達を支援します。 

児童発
達支援
センタ
ー □今後の方向性 

・児童発達支援センターでの集団指導・親指導、肢体不自由
児に対する理学療法訓練など、引き続き、今後も事業を継
続します。 

124 
在宅介護サービ
ス 

■障害児を抱えている母親の疾病等在宅介護が必要であると
判断された場合は、ホームヘルパーの利用により支援しま
す。 

障害者 
支援課 

□今後の方向性 
・日常生活を営むのに支障のある、重度の障害児を抱えてい
る家庭を支援します。方法としては、障害者総合支援法に
よるサービスとして、日中一時支援や短期入所やホームヘ
ルパーの利用、在宅障害者一時介護料の助成の利用を推進
します。 

125 
特別支援教育推
進 

■学習障害（LD）、注意欠陥／多動性障害（ADHD）、高機
能自閉症等、教育及び教育支援を行うことが必要な児童生
徒を支援するために、特別支援教育推進研修会を実施する
とともに、「特別支援教室」を各学校に開設し、安心して学
校に通学できるよう環境の充実を図ります。 

指導課 

□今後の方向性 
・研修会の内容をさらに充実させ、すべての教職員の特別支
援教育への意識向上を図っていきます。 
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第５章 計画の推進体制 

１ 計画の推進 

子ども・子育て支援制度における教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の整備及

び、次世代育成支援行動計画（後期計画）を継承する施策事業は、福祉、保健、医療、

教育、商工労働、まちづくりなど広範囲にわたり、それぞれが連携をとりながら基本理

念に沿った事業を展開することが必要です。 

計画の着実な実行を促し、その目標を達成するため、庁内の連携を図るものとします。 

また、地域やＮＰＯ、企業と連携を図りながら計画を推進していきます。 

 

 

２ 計画の進行管理 

見直し後の２年という短期間に実効ある計画の推進を図るため、アウトカム評価の実

施や庁内推進体制の整備のほか、ＰＤＣＡサイクルにより進行管理を行うこととし、計

画の進捗状況を定期的に「流山市子ども・子育て会議」に報告し、チェックを受けるも

のとします。 

また、社会経済情勢の変化に対応して、計画期間中であっても必要な見直しを行うも

のとします。 

 

 

３ 計画の進行状況の公表 

計画の進行状況を、毎年ホームページ等で市民にわかりやすく公表します。 

 

 

４ 国・県への要望 

子ども・子育て支援は、国、県、市が一丸となって取り組むべき課題であり、直接、

市民のニーズ・評価を把握できる立場の市として、以下の施策の拡充を積極的に国、県

に要望します。 

１ 教育・保育施設及び地域子ども・子育て支援事業に対する財政措置の拡充 

２ 子ども医療費助成、各種手当支給に対する経済的支援 

３ ひとり親家庭に対する支援 

４ 児童虐待等、保護が必要な子どもへの支援 
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資料編 

１ 計画見直しの経過 

期日 会議等 会議等の内容 

平成29年1月～2月 
アウトカム評価 
（アンケート調査） 

子ども・子育て支援に関するアンケー
ト調査 

4月26日 
第 1 回 
流山市子ども・子育て会議 

アウトカム評価結果について 

5月26日 
第 2 回 
流山市子ども・子育て会議 

児童推計及び量の見込みと確保方策に
ついて 

7月28日 
第 4 回 
流山市子ども・子育て会議 

アウトプット評価について 

9月27日 
第 5 回 
流山市子ども・子育て会議 

地域子ども・子育て支援事業の量の見
込みについて 

10月31日 
第 6 回 
流山市子ども・子育て会議 

児童推計及び教育・保育、地域子ども・
子育て支援事業の量の見込み・確保方
策について 

11月 6日 
第７回 
流山市子ども・子育て会議 

計画見直し案について 

11月～12月 パブリックコメント 子どもをみんなで育む計画案について 
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２ 流山市子ども・子育て会議委員           ◎会長、○副会長 

 第２期：平成27年6月１日～平成29年5月31日 

 第３期：平成29年6月１日～平成31年5月31日 
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委員構成 
氏 名 

第２期 第３期 

１ 児童福祉サービスの提供を受ける者 岩倉 絵里子 鈴木 康代 

２ 児童福祉サービスを提供する者 古宿 霞 松本 香苗 

３ 私立幼稚園協会を代表する者 岡本 哲哉 岡本 哲哉 

４ 民間保育園協会を代表する者 櫻庭 康子 櫻庭 康子 

５ 学童保育連絡協議会を代表する者 山中 有紀 小沼 みはる 

６ 主任児童委員 藤原 晴美 吉田 和子 

７ 学識経験を有する者 ◎柏女 霊峰 ◎柏女 霊峰 

８ 教育委員会の職員 鈴木 えみ子 鈴木 えみ子 

９ 市民等（公募・個人） 仲宗根 えり子 藪本 敦弘 

１０ 市民等（公募・個人） 藪本 敦弘 手塚 純子 

１１ 市民等（公募・個人） 平田 朋美 堀江 智恵美 

１２ 市民等（公募・ＮＰＯ法人） ○田中 由実 田中 由実 

１３ 市民等（公募・ＮＰＯ法人） 吉川 喜代美 ○吉川 喜代美 



 

 

３ 流山市子育てにやさしいまちづくり条例 

（平成20年4月1日施行） 

 

 この条例は、平成19年流山市議会第2回定例会に議員発議の議案として提出され、継続

審査となった後、第3回定例会に全会一致で可決されました。条例の制定により、本市の

少子化対策としての子育て支援策が、更に充実するものと期待されます。 

 

（目的） 

第１条 この条例は、子育てにやさしいまちづくりを推進するための基本理念、基本方針、

責務等を定めることにより、市、市民、事業者及び学校等が一体となって、子どもの健や

かな成長を願い、次代を担うすべての子どもの幸せを図ることにより、活力ある元気な流

山市を実現することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）子ども おおむね年齢１８歳未満の者をいう。 

（２）保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護する

ものをいう。 

（３）事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体をいう。 

（４）学校等 小学校、中学校、高等学校、幼稚園、保育所その他これらに類するものを

いう。 

 

（基本理念） 

第３条 子育てにやさしいまちづくりは、すべての子どもが幸福に生きていく権利を有する

かけがえのない存在であるという認識を持って、市、市民、事業者及び学校等があらゆる

分野において、それぞれの役割及び責務を自覚し、相互の連携、協力を強めながら総合的

に取り組まなければならない。 

 

（市の施策の基本方針） 

第４条 市は、子育てにやさしいまちづくりの実現のための施策を策定し、又は実施するに

当たっては、次に掲げる事項を基本として、総合的かつ計画的に行うものとする。 

（１）子どもを安心して生み、みんなで子育てできる安心で安全な環境づくり 

（２）子どもがすくすく育ち、子育てしやすい自然環境の保全と、良好な住環境の整備が

できる環境づくり 

（３）子ども及び保護者が一緒に、ゆとりある家庭生活を営むことのできる労働環境づく

り 

《制定の経緯》 



 

 

（４）子育て世代の定住が促進されるために必要な、住みやすい環境づくり 

（市の責務） 

第５条 市は、第３条に規定する基本理念（以下単に「基本理念」という。）に基づき、子育

てにやさしいまちづくりの実現に関する総合的かつ具体的な施策を策定し、実施しなけれ

ばならない。 

２ 市は、基本理念に基づき、子育てに取り組む家庭を取り巻く社会経済情勢等に配慮し、

適切な支援を行わなければならない。 

 

（市民の取組） 

第６条 市民は、基本理念に基づき、子どもや保護者が家庭に安らぎを感じ、子育てに夢を

持ち、安心して子どもを生み、育てられる社会の実現に向けて、全ての世代が支え合って

協力するよう努めるものとする。 

 

（事業者の取組） 

第７条 事業者は、基本理念に基づき、この条例の目的を達成するために市が実施する施策

に積極的に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、基本理念に基づき、自ら雇用する労働者が子育てと仕事の両立を図れるよう

必要な労働環境を整えるよう努めるものとする。 

 

（学校等の取組） 

第８条 学校等は、子どもの豊かな人間性や限りない能力を育む崇高な使命があることを認

識し、子どもの学習する権利及び保育を受ける権利の保持に努めるものとする。 

２ 学校等は、保護者や地域の市民に積極的に情報を提供し、周辺地域の住民及び保護者の

家庭と協力しながら、子どもの幸福に生きる権利を守り、その安全の確保に努めるものと

する。 

３ 学校等は、市と連携しその施設が市民の身近な生涯学習又は活動の場になるよう努める

ものとする。 

 

（委任） 

第９条 この条例の施行に必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 
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４ アウトカム評価調査結果 

○アンケート調査 

調査票の配布・回収状況 

区 分 
平成 27 年度 平成 28 年度 

配布数 回収数 回収率 配布数 回収数 回収率 

市全域 800 人 515 人 64.4％ 880 人 577 人 65.6％ 

 

（１）情報提供・相談体制の充実 

 【主な事業】おやこあんしん相談窓口事業、広報やHP等に子育て等の情報提供 

      ≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な自由意見） 

 ・アンケートを見て、いろいろなサービスがあることを知ったので、積極的にPRも行っ

てほしい。 

 ・利用できる施策は利用したいと思いますが、それを知る術がない。保育園等を通じて、

サービスの紹介があると嬉しい。 

 ・乳幼児を対象とした支援は充実して来たと思うが、小学生以降の支援の状況がよくわ

からず不安。小学校や学童クラブに関する情報提供をもっと増やしてもらいたい。 

 

（２）地域における子育て支援サービスの充実 

【主な事業】保育所や学童クラブの整備 

      ≪平成２７年度≫            ≪平成２８年度≫ 
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（主な自由意見） 

 ・子供の増加（世帯の増加）に対して、保育園のキャパが追い付いていない。 

 ・保育園ではなく、専門の子育て支援センターを充実させてほしい。 

 ・出産後、家にこもっていてつらかったが、しばらくして支援センターの存在を知り、

楽になった。 

 ・児童センターは満足している。お昼を食べられるようになり、とても助かっている。 

 ・学童の整備を充実してほしい。 

 ・発達障害のある子でも支援してくれる、幼稚園などの受け入れ可能な施設を増やして

ほしい。 

 

（３）子育て支援のネットワークづくり 

【主な事業】ファミリー・サポート・センター 

       ≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 

 

  

 

 

 

 

 

 

（主な自由意見） 

 ・ファミリー・サポート・センターをたくさん利用させて頂き、大変助かった。おおた

かの森にも分室が出来、ますます便利になると良いと思います。 

 ・提供会員の方が相対的に少ない。増えれば、支援策として、さらに有効と思う。 

 

（４）経済的支援の充実 

【主な事業】子ども医療費の助成、児童手当、児童扶養手当の支給 

       ≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 
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（主な自由意見） 

 ・子ども医療費の無料化。 

 ・保育料が他の自治体に比べて高すぎる。 

 

（５）子どもや母親の健康の確保 

【主な事業】乳幼児健康診査、妊婦健康診査、ハローベイビー 

      ≪平成２７年度≫            ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （主な自由意見） 

  ・健診の待ち時間が長い。 

  ・休日にも健診や講座等を多く実施してほしい。 

  ・予防接種（任意）の補助が無いのが残念。 

 

（６）小児救急医療の充実や食育の推進 

【主な事業】救急医療体制の充実、食育講座 

      ≪平成２７年度≫            ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （主な自由意見） 

  ・小児科が少ないと思います。病院（小児が入院できる施設）も少ないし、医者も少な

いので、もっと充実してくれると待ち時間も少なくて、助かると思う。 

  ・離乳食のもぐもぐ教室は参加して良かった。離乳食のイメージができ、スムーズに進

められている。 
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（７）思春期保健対策の充実や子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

【主な事業】思春期の相談体制の充実 

       ≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）子どもの人権の擁護や次代の親の育成 

【主な事業】家庭児童相談、いじめホットライン 

       ≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（９）教育環境の充実 

【主な事業】幼児教育に関する研修活動の支援、特別支援教育 

≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な自由意見） 

 ・高齢者で活躍できる人も多いと思うので、子供と交流をもっと持ち、互いに協力し合

える地域ができると良いと思う。 
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（１０）家庭の教育力の向上 

【主な事業】乳幼児期の家庭教育講座、さくらんぼくらぶや子育てサロン 

      ≪平成２７年度≫            ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な自由意見） 

 ・ひだまりサロンやさくらんぼルームを利用している。無料で参加できて良い。 

 

（１１）地域活動の充実 

【主な事業】ボーイスカウト等地域子ども活動支援、児童館、児童センターの活用 

       ≪平成２７年度≫            ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１２）安全なまちづくりの推進 

【主な事業】公園の整備、充実、歩道や公共施設の整備 

      ≪平成２７年度≫            ≪平成２８年度≫ 
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 （主な自由意見） 

  ・もっと公園の充実を図ってほしい。公園の遊具ももう少し充実していると助かる。 

  ・公共のトイレ（公園や市施設）の整備してほしい。 

  ・通学路、それ以外も（特に学習塾の多い所）子どもの交通安全の確保の充実してほし

い。 

 

（１３）安心して外出できる環境の整備 

【主な事業】安心メール等の防犯対策の充実、防犯灯のLED化の推進 

≪平成２７年度≫          ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （主な自由意見） 

  ・防犯灯は他市と比較しても少ない。増設してほしい。 

  ・地域の防犯ネットワークの強化はもっと市が主導して行ってほしい。 

 

 （１４）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

【主な事業】幼児教育に関する研修活動の支援、特別支援教育 

≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （主な自由意見） 

  ・チャイルドシートが足りていないと思う。 

   ・チャイルドシートの貸出は、母親学級や母子手帳をもらう時などで、事前に情報を知

らせてほしい。 
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（１５）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

【主な事業】自主防犯活動の支援 

≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１６）多様な働き方のできる環境の整備や仕事子育ての両立の推進 

【主な事業】再就職講座や父親の育児環境づくり 

≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１７）保育サービスの充実と多様化 

【主な事業】延長保育や一時保育の充実、病児保育、障害児保育の充実 

 ≪平成２７年度≫           ≪平成２８年度≫ 

 

 

  

 

 

 

 

 

  （主な自由意見） 

   ・一時保育は、少なくて、常に満席で取りづらい。もっと気軽に預けられる場所が欲

しい。（保育園ではなく） 

   ・障害児が通園できる施設が少ない。 
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（１８）虐待防止対策の充実やひとり親家庭への支援の充実や障害のある子どものいる家庭

への支援の充実 

        ≪平成２７年度≫            ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

  （主な自由意見） 

   ・肢体不自由の学校が近くになく、流山に特別支援学校を作ってほしい。それが難し

いなら、もっとサービスの充実をしてほしい。 

 

（１９）本日利用した施設やいままで利用したサービスについて 

≪平成２７年度≫            ≪平成２８年度≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２０）流山市の子育て支援施策全体について 

≪平成２７年度≫            ≪平成２８年度≫ 
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